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議案第３７号 

 

西条市税条例等の一部を改正する条例の専決処分について 

 

西条市税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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専決第２号 

 

専決処分書 

 

西条市税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和２年３月３１日 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市税条例等の一部を改正する条例 

（西条市税条例の一部改正） 

第１条 西条市税条例（平成１６年西条市条例第５１号）の一部を次のように改正す

る。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶

養親族申告書 ） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶

養親族等申告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条

第１項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者（以

下この条において「給与所得者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同

項に規定する給与等の支払者（以下こ

の条において「給与支払者」という。

）から毎年最初に給与の支払を受ける

日の前日までに、施行規則で定めると

ころにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該給与支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条

第１項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者（以

下この条において「給与所得者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同

項に規定する給与等の支払者（以下こ

の条において「給与支払者」という。

）から毎年最初に給与の支払を受ける

日の前日までに、施行規則で定めると

ころにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該給与支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

(1)、(2) （略） (1)、(2) （略） 

 

 

(3) 当該給与所得者が単身児童扶養者

に該当する場合には、その旨 

(3) （略） (4) （略）  

２～５ （略） ２～５ （略）  

（個人の市民税に係る公的年金等受給

者の扶養親族申告書 ） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給

者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条

の６第１項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者

又は法の施行地において同項に規定す

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条

の６第１項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者

又は法の施行地において同項に規定す
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る公的年金等（所得税法第２０３条の

７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」と

いう。）の支払を受ける者であって、

扶養親族（控除対象扶養親族を除く。

）を有する者           

    （以下この条において「公的

年金等受給者」という。）で市内に住

所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき所得税法第２０３条

の６第１項に規定する公的年金等の支

払者（以下この条において「公的年金

等支払者」という。）から毎年最初に

公的年金等の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

る公的年金等（所得税法第２０３条の

７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」と

いう。）の支払を受ける者であって、

扶養親族（控除対象扶養親族を除く。

）を有する者若しくは単身児童扶養者

である者（以下この条において「公的

年金等受給者」という。）で市内に住

所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき所得税法第２０３条

の６第１項に規定する公的年金等の支

払者（以下この条において「公的年金

等支払者」という。）から毎年最初に

公的年金等の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

(1)、(2) （略） (1)、(2) （略） 

 (3) 当該公的年金等受給者が単身児童

扶養者に該当する場合には、その旨 

(3) （略） (4) （略） 

２～５ （略）  ２～５ （略）  

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第４８条 （略） 第４８条 （略） 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所

若しくは事業所を有する法人（以下こ

の条において「内国法人」という。）

が、租税特別措置法第６６条の７第５

項及び第１１項又は第６８条の９１第

４項及び第１０項の規定の適用を受け

る場合には、法第３２１条の８第２４

項及び令第４８条の１２の２に規定す

るところにより、控除すべき額を前項

の規定により申告納付すべき法人税割

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所

若しくは事業所を有する法人（以下こ

の条において「内国法人」という。）

が、租税特別措置法第６６条の７第４

項及び第１０項又は第６８条の９１第

４項及び第１０項の規定の適用を受け

る場合には、法第３２１条の８第２４

項及び令第４８条の１２の２に規定す

るところにより、控除すべき額を前項

の規定により申告納付すべき法人税割
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額から控除する。 額から控除する。 

３～１７（略） ３～１７ （略）  

 （たばこ税の課税免除） 

第９６条 （略） 

 （たばこ税の課税免除） 

第９６条 （略） 

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又

は第２号に係る部分に限る。）の規定

は、卸売販売業者等が、同条第１号又

は第２号に掲げる製造たばこの売渡し

又は消費等について、第９８条第１項

又は第２項の規定による申告書に前項

（法第４６９条第１項第１号又は第２

号に係る部分に限る。）の適用を受け

ようとする製造たばこに係るたばこ税

額を記載し、かつ、施行規則第１６条

の２の３第１項に規定する書類を保存

している場合に限り、適用する。 

３ 第１項（法第４６９条第１項第３号

又は第４号に係る部分に限る。）の規

定は、卸売販売業者等が市長に施行規

則第１６条の２の３第２項に規定する

書類を提出している場合に限り、適用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項              

               の規

定は、卸売販売業者等が市長に施行規

則第１６条の２の３   に規定する

書類を提出しない場合には、適用しな

い 。 

４ （略） ３ （略） 

（たばこ税の申告納付の手続） 

第９８条 前条の規定によってたばこ税

を申告納付すべき者（以下この節にお

いて「申告納税者」という。）は、毎

月末日までに、前月の初日から末日ま

での間における売渡し等に係る製造た

ばこの品目ごとの課税標準たる本数の

合計数（以下この節において「課税標

準数量」という。）及び当該課税標準

数量に対するたばこ税額、第９６条第

１項の規定により免除を受けようとす

る場合にあっては同項の適用を受けよ

（たばこ税の申告納付の手続） 

第９８条 前条の規定によってたばこ税

を申告納付すべき者（以下この節にお

いて「申告納税者」という。）は、毎

月末日までに、前月の初日から末日ま

での間における売渡し等に係る製造た

ばこの品目ごとの課税標準たる本数の

合計数（以下この節において「課税標

準数量」という。）及び当該課税標準

数量に対するたばこ税額、第９６条第

１項の規定により免除を受けようとす

る場合にあっては同項の適用を受けよ
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うとする製造たばこに係るたばこ税額

並びに次条第１項の規定により控除を

受けようとする場合にあっては同項の

適用を受けようとするたばこ税額その

他必要な事項を記載した施行規則第３

４号の２様式による申告書を市長に提

出し、及びその申告に係る税金を施行

規則第３４号の２の５様式による納付

書によって納付しなければならない。

この場合において、当該申告書には、

第９６条第３項に規定する書類及び次

条第１項の返還に係る製造たばこの品

目ごとの数量についての明細を記載し

た施行規則第１６号の５様式による書

類を添付しなければならない。 

うとする製造たばこに係るたばこ税額

並びに次条第１項の規定により控除を

受けようとする場合にあっては同項の

適用を受けようとするたばこ税額その

他必要な事項を記載した施行規則第３

４号の２様式による申告書を市長に提

出し、及びその申告に係る税金を施行

規則第３４号の２の５様式による納付

書によって納付しなければならない。

この場合において、当該申告書には、

第９６条第２項に規定する書類及び次

条第１項の返還に係る製造たばこの品

目ごとの数量についての明細を記載し

た施行規則第１６号の５様式による書

類を添付しなければならない。 

２～５ （略）  ２～５ （略）  

附 則 附 則 

（肉用牛の売却による事業所得に係る

市民税の課税の特例） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る

市民税の課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和６年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、

法附則第６条第４項に規定する場合に

おいて、第３６条の２第１項の規定に

よる申告書（その提出期限後において

市民税の納税通知書が送達される時ま

でに提出されたもの及びその時までに

提出された第３６条の３第１項の確定

申告書を含む。次項において同じ。）

に肉用牛の売却に係る租税特別措置法

第２５条第１項に規定する事業所得の

明細に関する事項の記載があるとき（

これらの申告書にその記載がないこと

についてやむを得ない理由があると市

長が認めるときを含む。次項において

同じ。）は、当該事業所得に係る市民

第８条 昭和５７年度から令和３年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、

法附則第６条第４項に規定する場合に

おいて、第３６条の２第１項の規定に

よる申告書（その提出期限後において

市民税の納税通知書が送達される時ま

でに提出されたもの及びその時までに

提出された第３６条の３第１項の確定

申告書を含む。次項において同じ。）

に肉用牛の売却に係る租税特別措置法

第２５条第１項に規定する事業所得の

明細に関する事項の記載があるとき（

これらの申告書にその記載がないこと

についてやむを得ない理由があると市

長が認めるときを含む。次項において

同じ。）は、当該事業所得に係る市民
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税の所得割の額を免除する。 税の所得割の額を免除する。 

２、３ （略）  ２、３ （略）  

（令和元年度又は令和２年度における

土地の価格の特例） 

（令和元年度又は令和２年度における

土地の価格の特例） 

第１１条の２ （略） 第１１条の２ （略） 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定す

る令和元年度適用土地又は令和元年度

類似適用土地  であって、令和２年

度分の固定資産税について前項の規定

の適用を受けないこととなるものに対

して課する同年度分の固定資産税の課

税標準は、第６１条の規定にかかわら

ず、修正された価格（法附則第１７条

の２第２項に規定する修正された価格

をいう。）で土地課税台帳等に登録さ

れたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定す

る平成３１年度適用土地又は平成３１

年度類似適用土地であって、令和２年

度分の固定資産税について前項の規定

の適用を受けないこととなるものに対

して課する同年度分の固定資産税の課

税標準は、第６１条の規定にかかわら

ず、修正された価格（法附則第１７条

の２第２項に規定する修正された価格

をいう。）で土地課税台帳等に登録さ

れたものとする。 

（優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和５

年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年中に

前条第１項に規定する譲渡所得の基因

となる土地等（租税特別措置法第３１

条第１項に規定する土地等をいう。以

下この条において同じ。）の譲渡（同

項に規定する譲渡をいう。以下この条

において同じ。）をした場合におい

て、当該譲渡が優良住宅地等のための

譲渡（法附則第３４条の２第１項に規

定する優良住宅地等のための譲渡をい

う。）に該当するときにおける前条第

１項に規定する譲渡所得（次条の規定

の適用を受ける譲渡所得を除く。次項

において同じ。）に係る課税長期譲渡

第１７条の２ 昭和６３年度から令和２

年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年中に

前条第１項に規定する譲渡所得の基因

となる土地等（租税特別措置法第３１

条第１項に規定する土地等をいう。以

下この条において同じ。）の譲渡（同

項に規定する譲渡をいう。以下この条

において同じ。）をした場合におい

て、当該譲渡が優良住宅地等のための

譲渡（法附則第３４条の２第１項に規

定する優良住宅地等のための譲渡をい

う。）に該当するときにおける前条第

１項に規定する譲渡所得（次条の規定

の適用を受ける譲渡所得を除く。次項

において同じ。）に係る課税長期譲渡
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所得金額に対して課する市民税の所得

割の額は、前条第１項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める金額に相当す

る額とする。 

所得金額に対して課する市民税の所得

割の額は、前条第１項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める金額に相当す

る額とする。 

(1)、(2) （略） (1)、(2) （略） 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令

和５年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年

中に前条第１項に規定する譲渡所得の

基因となる土地等の譲渡をした場合に

おいて、当該譲渡が確定優良住宅地等

予定地のための譲渡（法附則第３４条

の２第５項に規定する確定優良住宅地

等予定地のための譲渡をいう。以下こ

の項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所

得に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する市民税の所得割について準用

する。この場合において、当該譲渡が

法附則第３４条の２第１０項の規定に

該当することとなるときは、当該譲渡

は確定優良住宅地等予定地のための譲

渡ではなかったものとみなす。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令

和２年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年

中に前条第１項に規定する譲渡所得の

基因となる土地等の譲渡をした場合に

おいて、当該譲渡が確定優良住宅地等

予定地のための譲渡（法附則第３４条

の２第５項に規定する確定優良住宅地

等予定地のための譲渡をいう。以下こ

の項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所

得に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する市民税の所得割について準用

する。この場合において、当該譲渡が

法附則第３４条の２第１０項の規定に

該当することとなるときは、当該譲渡

は確定優良住宅地等予定地のための譲

渡ではなかったものとみなす。 

３ （略）  ３ （略）  

（西条市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 西条市税条例の一部を改正する条例（令和元年西条市条例第３号）の一部を

次のように改正する。  
 第２条を次のように改める。  
第２条 西条市税条例の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 
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 （軽自動車税の種別割の税率の特例）  （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定

する３輪以上の軽自動車に対する当該

軽自動車が最初の法第４４４条第３項

に規定する車両番号の指定（次項から

第５項までにおいて「初回車両番号指

定」という。）を受けた月から起算し

て１４年を経過した月の属する年度以

後の年度分の軽自動車税の種別割に係

る第８２条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定

する３輪以上の軽自動車に対する当該

軽自動車が最初の法第４４４条第３項

に規定する車両番号の指定（次項から

第４項までにおいて「初回車両番号指

定」という。）を受けた月から起算し

て１４年を経過した月の属する年度以

後の年度分の軽自動車税の種別割に係

る第８２条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

（略） 
 

（略） 
 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第

２号に掲げる３輪以上の軽自動車のう

ち、自家用の乗用のものに対する第８

２条の規定の適用については、当該軽

自動車が令和３年４月１日から令和４

年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和４年度分の

軽自動車税の種別割に限り、当該軽自

動車が令和４年４月１日から令和５年

３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和５年度分の軽

自動車税の種別割に限り、第２項の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特

例） 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特

例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種

別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種

別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽
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自動車が前条第２項から第５項までの

規定の適用を受ける３輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をすると

きは、国土交通大臣の認定等（法附則

第３０条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするもの

とする。 

自動車が前条第２項から第４項までの

規定の適用を受ける３輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をすると

きは、国土交通大臣の認定等（法附則

第３０条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするもの

とする。 

２、３ （略） ２、３ （略） 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例は、令和元年１０月１

日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

第１条 この条例は、令和元年１０月１

日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

(1) （略） (1) （略）  

(2) 削除 (2) 第２条中西条市税条例第２４条の

改正規定及び附則第３条の規定 令

和３年１月１日 

(3) 第２条            

    及び附則第５条の規定 令

和３年４月１日 

(3) 第２条(前号に掲げる改正規定を

除く。)及び附則第５条の規定 令

和３年４月１日 

第３条 削除 第３条 附則第１条第２号に掲げる規定

による改正後の西条市税条例第２４条

第１項(第２号に係る部分に限る。)の

規定は、令和３年度以後の年度分の個

人の市民税について適用し、令和２年

度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。 

附 則 
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 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の西条市税条例（

以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令和２年度以後

の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税につ

いては、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び

同条第２項に規定する申告書について適用する。 

３ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同

法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新条例第

３６条の３の３第１項に規定する申告書について適用する。 

４ 新条例第４８条第２項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民

税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施

行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年

度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

（西条市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 西条市税条例の一部を改正する条例（平成２７年西条市条例第１９号）の一

部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

（市たばこ税に関する経過措置） （市たばこ税に関する経過措置） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税

法第４６５条第１項に規定する売渡し

又は同条第２項に規定する売渡し若し

くは消費等が行われる紙巻たばこ３級

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税

法第４６５条第１項に規定する売渡し

又は同条第２項に規定する売渡し若し

くは消費等が行われる紙巻たばこ３級



12 

品に係る市たばこ税の税率は、西条市

税条例第９５条の規定にかかわらず、

当該各号に定める税率とする。 

品に係る市たばこ税の税率は、西条市

税条例第９５条の規定にかかわらず、

当該各号に定める税率とする。 

(1)、(2) （略） (1)、(2) （略） 

(3) 平成３０年４月１日から令和元年

９月３０日 まで 千本につき４，

０００円 

(3) 平成３０年４月１日から平成３１

年９月３０日まで 千本につき４，

０００円 

３～１２ （略）  ３～１２ （略）  

１３ 令和元年１０月１日 前に地方税

法第４６５条第１項に規定する売渡し

又は同条第２項に規定する売渡し若し

くは消費等が行われた紙巻たばこ３級

品を同日に販売のため所持する卸売販

売業者等又は小売販売業者がある場合

において、これらの者が所得税法等改

正法附則第５２条第１２項の規定によ

り製造たばこの製造者として当該紙巻

たばこ３級品を同日にこれらの者の製

造たばこの製造場から移出したものと

みなして同項の規定によりたばこ税を

課されることとなるときは、これらの

者が卸売販売業者等として当該紙巻た

ばこ３級品（これらの者が卸売販売業

者等である場合には市の区域内に所在

する貯蔵場所、これらの者が小売販売

業者である場合には市の区域内に所在

する当該紙巻たばこ３級品を直接管理

する営業所において所持されるものに

限る。）を同日に小売販売業者に売り

渡したものとみなして、市たばこ税を

課する。この場合における市たばこ税

の課税標準は、当該売り渡したものと

みなされる紙巻たばこ３級品の本数と

し、当該市たばこ税の税率は、１，０

００本につき１，６９２円とする。 

１３ 平成３１年１０月１日前に地方税

法第４６５条第１項に規定する売渡し

又は同条第２項に規定する売渡し若し

くは消費等が行われた紙巻たばこ３級

品を同日に販売のため所持する卸売販

売業者等又は小売販売業者がある場合

において、これらの者が所得税法等改

正法附則第５２条第１２項の規定によ

り製造たばこの製造者として当該紙巻

たばこ３級品を同日にこれらの者の製

造たばこの製造場から移出したものと

みなして同項の規定によりたばこ税を

課されることとなるときは、これらの

者が卸売販売業者等として当該紙巻た

ばこ３級品（これらの者が卸売販売業

者等である場合には市の区域内に所在

する貯蔵場所、これらの者が小売販売

業者である場合には市の区域内に所在

する当該紙巻たばこ３級品を直接管理

する営業所において所持されるものに

限る。）を同日に小売販売業者に売り

渡したものとみなして、市たばこ税を

課する。この場合における市たばこ税

の課税標準は、当該売り渡したものと

みなされる紙巻たばこ３級品の本数と

し、当該市たばこ税の税率は、１，０

００本につき１，６９２円とする。 
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１４ 第５項から第８項までの規定は、

前項の規定により市たばこ税を課する

場合について準用する。この場合にお

いて、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 

１４ 第５項から第８項までの規定は、

前項の規定により市たばこ税を課する

場合について準用する。この場合にお

いて、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 

第５項 （略）  

平成２８年５

月２日 

令和元年１０

月３１日  

第６項 平成２８年９

月３０日 

令和２年３月

３１日  

（略）   
 

第５項 （略）  

平成２８年５

月２日 

平成３１年１

０月３１日 

第６項 平成２８年９

月３０日 

平成３２年３

月３１日 

（略）   
 

（西条市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 西条市税条例等の一部を改正する条例（平成２８年西条市条例第２１号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行す

る。 

第１条 この条例は、公布の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行す

る。 

(1)～（4） （略） (1)～（4） （略） 

(5) 第１条の２の規定及び第３条中西

条市税条例の一部を改正する条例附

則第５条第７項の表第１９条第３号

の項の改正規定（「第９８条第１項

」を「第８１条の６第１項の申告

書、第９８条第１項」に改める部分

に限る。）並びに附則第２条の２及

(5) 第１条の２の規定及び第３条中西

条市税条例の一部を改正する条例附

則第５条第７項の表第１９条第３号

の項の改正規定（「第９８条第１項

」を「第８１条の６第１項の申告

書、第９８条第１項」に改める部分

に限る。）並びに附則第２条の２及
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び第４条の規定 令和元年１０月１

日  

び第４条の規定 平成３１年１０月

１日 

第２条の２ 第１条の２の規定による改

正後の西条市税条例（附則第４条にお

いて「元年新条例」 という。）第３

４条の４の規定は、附則第１条第４号

に掲げる規定の施行の日以後に開始す

る事業年度分の法人の市民税及び同日

以後に開始する連結事業年度分の法人

の市民税について適用し、同日前に開

始した事業年度分の法人の市民税及び

同日前に開始した連結事業年度分の法

人の市民税については、なお従前の例

による。 

第２条の２ 第１条の２の規定による改

正後の西条市税条例（附則第４条にお

いて「３１年新条例」という。）第３

４条の４の規定は、附則第１条第４号

に掲げる規定の施行の日以後に開始す

る事業年度分の法人の市民税及び同日

以後に開始する連結事業年度分の法人

の市民税について適用し、同日前に開

始した事業年度分の法人の市民税及び

同日前に開始した連結事業年度分の法

人の市民税については、なお従前の例

による。 

第４条 元年新条例 の規定中軽自動車

税の環境性能割に関する部分は、附則

第１条第４号に掲げる規定の施行の日

以後に取得された３輪以上の軽自動車

に対して課する軽自動車税の環境性能

割について適用する。 

第４条 ３１年新条例の規定中軽自動車

税の環境性能割に関する部分は、附則

第１条第４号に掲げる規定の施行の日

以後に取得された３輪以上の軽自動車

に対して課する軽自動車税の環境性能

割について適用する。 

２ 元年新条例 の規定中軽自動車税の

種別割に関する部分は、令和２年度 

以後の年度分の軽自動車税の種別割に

ついて適用し、令和元年度分 までの

軽自動車税については、なお従前の例

による。 

２ ３１年新条例の規定中軽自動車税の

種別割に関する部分は、平成３２年度

以後の年度分の軽自動車税の種別割に

ついて適用し、平成３１年度分までの

軽自動車税については、なお従前の例

による。 

（西条市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 西条市税条例の一部を改正する条例（平成２９年西条市条例第３０号）の一

部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 
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第１条 この条例は、公布の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行す

る。 

第１条 この条例は、公布の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行す

る。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 附則第５条の規定 令和元年１０

月１日  

(2) 附則第５条の規定 平成３１年１

０月１日 

(3) （略） (3) （略） 

（市民税に関する経過措置） （市民税に関する経過措置） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前条第１号に掲げる規定による改正

後の西条市税条例の規定中個人の市民

税に関する部分は、令和元年度 以後

の年度分の個人の市民税について適用

し、平成３０年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。 

２ 前条第１号に掲げる規定による改正

後の西条市税条例の規定中個人の市民

税に関する部分は、平成３１年度以後

の年度分の個人の市民税について適用

し、平成３０年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。 

３ （略） ３ （略） 

（西条市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 西条市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年西条市条例第２２号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行す

る。 

第１条 この条例は、公布の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行す

る。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 第２条中西条市税条例第９４条第

３項の改正規定 令和元年１０月１

日  

(4) 第２条中西条市税条例第９４条第

３項の改正規定 平成３１年１０月

１日 
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(5) 第１条中西条市税条例第２３条第

１項及び第３項並びに第４８条第１

項の改正規定並びに同条に８項を加

える改正規定並びに次条第３項の規

定 令和２年４月１日  

(6) 第３条並びに附則第８条及び第９

条の規定 令和２年１０月１日  

(7) 第１条中西条市税条例第２４条第

１項第２号の改正規定、同条第２項

の改正規定(第２号に掲げる改正規

定を除く。)並びに同条例第３４条

の２及び第３４条の６の改正規定並

びに同条例附則第５条の改正規定並

びに次条第２項の規定 令和３年１

月１日  

(8) 第４条並びに附則第１０条及び第

１１条の規定 令和３年１０月１日

  

(9) 第５条の規定 令和４年１０月１

日  

(5) 第１条中西条市税条例第２３条第

１項及び第３項並びに第４８条第１

項の改正規定並びに同条に８項を加

える改正規定並びに次条第３項の規

定 平成３２年４月１日 

(6) 第３条並びに附則第８条及び第９

条の規定 平成３２年１０月１日 

(7) 第１条中西条市税条例第２４条第

１項第２号の改正規定、同条第２項

の改正規定(第２号に掲げる改正規

定を除く。)並びに同条例第３４条

の２及び第３４条の６の改正規定並

びに同条例附則第５条の改正規定並

びに次条第２項の規定 平成３３年

１月１日 

(8) 第４条並びに附則第１０条及び第

１１条の規定 平成３３年１０月１

日 

(9) 第５条の規定 平成３４年１０月

１日 

（市民税に関する経過措置） （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による

改正後の西条市税条例の規定中個人の

市民税に関する部分は、令和元年度 

以後の年度分の個人の市民税について

適用し、平成３０年度分までの個人の

市民税については、なお従前の例によ

る。 

２ 前条第７号に掲げる規定による改正

後の西条市税条例の規定中個人の市民

税に関する部分は、令和３年度 以後

の年度分の個人の市民税について適用

し、令和２年度分 までの個人の市民

税については、なお従前の例による。 

３ （略） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による

改正後の西条市税条例の規定中個人の

市民税に関する部分は、平成３１年度

以後の年度分の個人の市民税について

適用し、平成３０年度分までの個人の

市民税については、なお従前の例によ

る。 

２ 前条第７号に掲げる規定による改正

後の西条市税条例の規定中個人の市民

税に関する部分は、平成３３年度以後

の年度分の個人の市民税について適用

し、平成３２年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。 

３ （略） 
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（手持品課税に係る市たばこ税に関す

る経過措置） 

（手持品課税に係る市たばこ税に関す

る経過措置） 

第７条 平成３０年１０月１日から令和

元年９月３０日 までの間における前

条第４項の規定の適用については、同

項の表第１９条第３号の項中「第８１

条の６第１項の申告書、第９８条第１

項」とあるのは、「第９８条第１項」

とする。 

（手持品課税に係る市たばこ税） 

第９条 令和２年１０月１日前 に売渡

し等が行われた製造たばこを同日に販

売のため所持する卸売販売業者等又は

小売販売業者がある場合において、こ

れらの者が所得税法等改正法附則第５

１条第９項の規定により製造たばこの

製造者として当該製造たばこを同日に

これらの者の製造たばこの製造場から

移出したものとみなして同項の規定に

よりたばこ税を課されることとなると

きは、これらの者が卸売販売業者等と

して当該製造たばこ（これらの者が卸

売販売業者等である場合には市の区域

内に所在する貯蔵場所、これらの者が

小売販売業者である場合には市の区域

内に所在する当該製造たばこを直接管

理する営業所において所持されるもの

に限る。）を同日に小売販売業者に売

り渡したものとみなして、市たばこ税

を課する。この場合における市たばこ

税の課税標準は、当該売り渡したもの

とみなされる製造たばこの本数とし、

当該市たばこ税の税率は、１，０００

本につき４３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定す

第７条 平成３０年１０月１日から平成

３１年９月３０日までの間における前

条第４項の規定の適用については、同

項の表第１９条第３号の項中「第８１

条の６第１項の申告書、第９８条第１

項」とあるのは、「第９８条第１項」

とする。 

（手持品課税に係る市たばこ税） 

第９条 平成３２年１０月１日前に売渡

し等が行われた製造たばこを同日に販

売のため所持する卸売販売業者等又は

小売販売業者がある場合において、こ

れらの者が所得税法等改正法附則第５

１条第９項の規定により製造たばこの

製造者として当該製造たばこを同日に

これらの者の製造たばこの製造場から

移出したものとみなして同項の規定に

よりたばこ税を課されることとなると

きは、これらの者が卸売販売業者等と

して当該製造たばこ（これらの者が卸

売販売業者等である場合には市の区域

内に所在する貯蔵場所、これらの者が

小売販売業者である場合には市の区域

内に所在する当該製造たばこを直接管

理する営業所において所持されるもの

に限る。）を同日に小売販売業者に売

り渡したものとみなして、市たばこ税

を課する。この場合における市たばこ

税の課税標準は、当該売り渡したもの

とみなされる製造たばこの本数とし、

当該市たばこ税の税率は、１，０００

本につき４３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定す
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る貯蔵場所又は小売販売業者の営業所

ごとに、地方税法施行規則の一部を改

正する省令（平成３０年総務省令第２

５号。附則第１１条第２項において「

平成３０年改正規則」という。）別記

第２号様式による申告書を令和２年１

１月２日 までに市長に提出しなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した

者は、令和３年３月３１日 までに、

その申告に係る税金を施行規則第３４

号の２の５様式による納付書によって

納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課

する場合には、前３項に規定するもの

のほか、第３条の規定による改正後の

西条市税条例（以下この項及び次項に

おいて「２年新条例」 という。）第

１９条、第９８条第４項及び第５項、

第１００条の２並びに第１０１条の規

定を適用する。この場合において、次

の表の左欄に掲げる２年新条例 の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（略） 

５ ２年新条例 第９９条の規定は、販

売契約の解除その他やむを得ない理由

により、市の区域内に営業所の所在す

る小売販売業者に売り渡した製造たば

このうち、第１項の規定により市たば

こ税を課された、又は課されるべきも

のの返還を受けた卸売販売業者等につ

いて準用する。この場合において、当

該卸売販売業者等は、施行規則第１６

条の２の５又は第１６条の４の規定に

る貯蔵場所又は小売販売業者の営業所

ごとに、地方税法施行規則の一部を改

正する省令（平成３０年総務省令第２

５号。附則第１１条第２項において「

平成３０年改正規則」という。）別記

第２号様式による申告書を平成３２年

１１月２日までに市長に提出しなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した

者は、平成３３年３月３１日までに、

その申告に係る税金を施行規則第３４

号の２の５様式による納付書によって

納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課

する場合には、前３項に規定するもの

のほか、第３条の規定による改正後の

西条市税条例（以下この項及び次項に

おいて「３２年新条例」という。）第

１９条、第９８条第４項及び第５項、

第１００条の２並びに第１０１条の規

定を適用する。この場合において、次

の表の左欄に掲げる３２年新条例の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（略） 

５ ３２年新条例第９９条の規定は、販

売契約の解除その他やむを得ない理由

により、市の区域内に営業所の所在す

る小売販売業者に売り渡した製造たば

このうち、第１項の規定により市たば

こ税を課された、又は課されるべきも

のの返還を受けた卸売販売業者等につ

いて準用する。この場合において、当

該卸売販売業者等は、施行規則第１６

条の２の５又は第１６条の４の規定に
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より、これらの規定に規定する申告書

に添付すべき施行規則第１６号の５様

式による書類中「返還の理由及びその

他参考となるべき事項」欄に、当該控

除又は還付を受けようとする製造たば

こについて第１項の規定により市たば

こ税が課された、又は課されるべきで

あった旨を証するに足りる書類に基づ

いて、当該返還に関わる製造たばこの

品目ごとの本数を記載した上で同様式

による書類をこれらの申告書に添付し

なければならない。 

 （手持品課税に係る市たばこ税） 

第１１条 令和３年１０月１日 前に売

渡し等が行われた製造たばこを同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又

は小売販売業者がある場合において、

これらの者が所得税法等改正法附則第

５１条第１１項の規定により製造たば

この製造者として当該製造たばこを同

日にこれらの者の製造たばこの製造場

から移出したものとみなして同項の規

定によりたばこ税を課されることとな

るときは、これらの者が卸売販売業者

等として当該製造たばこ(これらの者

が卸売販売業者等である場合には市の

区域内に所在する貯蔵場所、これらの

者が小売販売業者である場合には市の

区域内に所在する当該製造たばこを直

接管理する営業所において所持される

ものに限る。)を同日に小売販売業者

に売り渡したものとみなして、市たば

こ税を課する。この場合における市た

ばこ税の課税標準は、当該売り渡した

ものとみなされる製造たばこの本数と

より、これらの規定に規定する申告書

に添付すべき施行規則第１６号の５様

式による書類中「返還の理由及びその

他参考となるべき事項」欄に、当該控

除又は還付を受けようとする製造たば

こについて第１項の規定により市たば

こ税が課された、又は課されるべきで

あった旨を証するに足りる書類に基づ

いて、当該返還に関わる製造たばこの

品目ごとの本数を記載した上で同様式

による書類をこれらの申告書に添付し

なければならない。 

（手持品課税に係る市たばこ税） 

第１１条 平成３３年１０月１日前に売

渡し等が行われた製造たばこを同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又

は小売販売業者がある場合において、

これらの者が所得税法等改正法附則第

５１条第１１項の規定により製造たば

この製造者として当該製造たばこを同

日にこれらの者の製造たばこの製造場

から移出したものとみなして同項の規

定によりたばこ税を課されることとな

るときは、これらの者が卸売販売業者

等として当該製造たばこ(これらの者

が卸売販売業者等である場合には市の

区域内に所在する貯蔵場所、これらの

者が小売販売業者である場合には市の

区域内に所在する当該製造たばこを直

接管理する営業所において所持される

ものに限る。)を同日に小売販売業者

に売り渡したものとみなして、市たば

こ税を課する。この場合における市た

ばこ税の課税標準は、当該売り渡した

ものとみなされる製造たばこの本数と
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し、当該市たばこ税の税率は、１，０

００本につき４３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定す

る貯蔵場所又は小売販売業者の営業所

ごとに、平成３０年改正規則別記第２

号様式による申告書を令和３年１１月

１日 までに市長に提出しなければな

らない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した

者は、令和４年３月３１日 までに、

その申告に係る税金を施行規則第３４

号の２の５様式による納付書によって

納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課

する場合には、前３項に規定するもの

のほか、第４条の規定による改正後の

西条市税条例(以下この項及び次項に

おいて「３年新条例」 という。)第

１９条、第９８条第４項及び第５項、

第１００条の２並びに第１０１条の規

定を適用する。この場合において、次

の表の左欄に掲げる３年新条例 の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（略） 

５ ３年新条例 第９９条の規定は、販

売契約の解除その他やむを得ない理由

により、市の区域内に営業所の所在す

る小売販売業者に売り渡した製造たば

このうち、第１項の規定により市たば

こ税を課された、又は課されるべきも

のの返還を受けた卸売販売業者等につ

いて準用する。この場合において、当

該卸売販売業者等は、施行規則第１６

条の２の５又は第１６条の４の規定に

し、当該市たばこ税の税率は、１，０

００本につき４３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定す

る貯蔵場所又は小売販売業者の営業所

ごとに、平成３０年改正規則別記第２

号様式による申告書を平成３３年１１

月１日までに市長に提出しなければな

らない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した

者は、平成３４年３月３１日までに、

その申告に係る税金を施行規則第３４

号の２の５様式による納付書によって

納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課

する場合には、前３項に規定するもの

のほか、第４条の規定による改正後の

西条市税条例(以下この項及び次項に

おいて「３３年新条例」という。)第

１９条、第９８条第４項及び第５項、

第１００条の２並びに第１０１条の規

定を適用する。この場合において、次

の表の左欄に掲げる３３年新条例の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（略） 

５ ３３年新条例第９９条の規定は、販

売契約の解除その他やむを得ない理由

により、市の区域内に営業所の所在す

る小売販売業者に売り渡した製造たば

このうち、第１項の規定により市たば

こ税を課された、又は課されるべきも

のの返還を受けた卸売販売業者等につ

いて準用する。この場合において、当

該卸売販売業者等は、施行規則第１６

条の２の５又は第１６条の４の規定に
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より、これらの規定に規定する申告書

に添付すべき施行規則第１６号の５様

式による書類中「返還の理由及びその

他参考となるべき事項」欄に、当該控

除又は還付を受けようとする製造たば

こについて第１項の規定により市たば

こ税が課された、又は課されるべきで

あった旨を証するに足りる書類に基づ

いて、当該返還に係る製造たばこの品

目ごとの本数を記載した上で同様式に

よる書類をこれらの申告書に添付しな

ければならない。 

より、これらの規定に規定する申告書

に添付すべき施行規則第１６号の５様

式による書類中「返還の理由及びその

他参考となるべき事項」欄に、当該控

除又は還付を受けようとする製造たば

こについて第１項の規定により市たば

こ税が課された、又は課されるべきで

あった旨を証するに足りる書類に基づ

いて、当該返還に係る製造たばこの品

目ごとの本数を記載した上で同様式に

よる書類をこれらの申告書に添付しな

ければならない。 
  

（西条市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第７条 西条市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年西条市条例第１４号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１

日から施行する。ただし、第１条中西

条市税条例第３４条の７の改正規定並

びに同条例附則第７条の４、第９条及

び第９条の２の改正規定並びに次条第

２項から第４項までの規定は、令和元

年６月１日 から施行する。 

第１条 この条例は、平成３１年４月１

日から施行する。ただし、第１条中西

条市税条例第３４条の７の改正規定並

びに同条例附則第７条の４、第９条及

び第９条の２の改正規定並びに次条第

２項から第４項までの規定は、平成３

１年６月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、

第１条の規定による改正後の西条市税

条例（以下「新条例」という。）の規

定中個人の市民税に関する部分は、令

和元年度 以後の年度分の個人の市民

第２条 別段の定めがあるものを除き、

第１条の規定による改正後の西条市税

条例（以下「新条例」という。）の規

定中個人の市民税に関する部分は、平

成３１年度以後の年度分の個人の市民
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税について適用し、平成３０年度分ま

での個人の市民税については、なお従

前の例による。 

税について適用し、平成３０年度分ま

での個人の市民税については、なお従

前の例による。 

２ 新条例第３４条の７並びに附則第７

条の４及び第９条の２の規定は、令和

２年度 以後の年度分の個人の市民税

について適用し、令和元年度分 まで

の個人の市民税については、なお従前

の例による。 

２ 新条例第３４条の７並びに附則第７

条の４及び第９条の２の規定は、平成

３２年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、平成３１年度分まで

の個人の市民税については、なお従前

の例による。 

３ 新条例第３４条の７第１項及び附則

第９条の２の規定の適用については、

令和２年度分 の個人の市民税に限

り、次の表の左欄に掲げる新条例の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

３ 新条例第３４条の７第１項及び附則

第９条の２の規定の適用については、

平成３２年度分の個人の市民税に限

り、次の表の左欄に掲げる新条例の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第 ３ ４ 条

の ７ 第 １

項 

特例控除対

象寄附金 

特 例 控 除 対 象 寄

附 金 又 は 同 条 第

１ 項 第 １ 号 に 掲

げ る 寄 附 金 （ 令

和 元 年 ６ 月 １ 日

 前 に 支 出 し た

ものに限る。） 

附 則 第 ９

条の２ 

特例控除対

象寄附金 

特 例 控 除 対 象 寄

附 金 又 は 法 第 ３

１ ４ 条 の ７ 第 １

項 第 １ 号 に 掲 げ

る 寄 附 金 （ 令 和

元 年 ６ 月 １ 日  

前 に 支 出 し た も

のに限る。） 

（略）  
 

第 ３ ４ 条

の ７ 第 １

項 

特例控除対

象寄附金 

特 例 控 除 対 象 寄

附 金 又 は 同 条 第

１ 項 第 １ 号 に 掲

げ る 寄 附 金 （ 平

成 ３ １ 年 ６ 月 １

日 前 に 支 出 し た

ものに限る。） 

附 則 第 ９

条の２ 

特例控除対

象寄附金 

特 例 控 除 対 象 寄

附 金 又 は 法 第 ３

１ ４ 条 の ７ 第 １

項 第 １ 号 に 掲 げ

る 寄 附 金 （ 平 成

３ １ 年 ６ 月 １ 日

前 に 支 出 し た も

のに限る。） 

（略）  
 

４ （略） ４ （略） 

（固定資産税に関する経過措置） （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関

する部分は、令和元年度 以後の年度

第３条 新条例の規定中固定資産税に関

する部分は、平成３１年度以後の年度



23 

分の固定資産税について適用し、平成

３０年度分までの固定資産税について

は、なお従前の例による。 

分の固定資産税について適用し、平成

３０年度分までの固定資産税について

は、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関

する部分は、令和元年度分 の軽自動

車税について適用し、平成３０年度分

までの軽自動車税については、なお従

前の例による。 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関

する部分は、平成３１年度分の軽自動

車税について適用し、平成３０年度分

までの軽自動車税については、なお従

前の例による。 
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提案理由 

地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）等が平成３１年３月

２９日に公布され、その一部が平成３１年４月１日及び令和元年６月１日から施行さ

れることに伴い、該当部分について、西条市税条例等の一部を改正する条例を専決処

分したので、これを報告し、承認を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （専決処分） 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書の場合

においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会

の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない

ことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しない

ときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができ

る。ただし、第１６２条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第２

５２条の２０の２第４項の規定による第２５２条の１９第１項に規定する指定都市

の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 

２ （略） 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議におい

てこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

４ （略） 
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議案第３８号 

 

   令和２年度西条市一般会計補正予算（第１回）の専決処分について 

 

 令和２年度西条市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定により別冊のとおり専決処分したので、同条第３項の規

定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

  令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   

 



26 

提案理由 

 新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、市民生活や経済活動に大きな影響が及ん

でいることから、対策等に要する経費について、早急に予算措置することが適当であ

ると判断し専決処分したので、これを報告し、承認を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （専決処分） 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書の場合

においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議

会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決

しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分するこ

とができる。ただし、第１６２条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同

意及び第２５２条の２０の２第４項の規定による第２５２条の１９第１項に規定

する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 

２ （略） 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議におい

てこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

４ （略） 
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議案第４４号 

 

   一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター東予事業所解体撤去工事委託契 

約の締結について 

 

一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター東予事業所解体撤去工事について、次の

とおり委託契約を締結するため、西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成１６年西条市条例第４８号）第２条の規定により、議会の

議決を求める。 

 

  令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 契約の目的 

  一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター東予事業所解体撤去工事 

 

２ 契約の方法 

  随意契約 

 

３ 契約の金額 

  ３２９，８５５，０００円 

 

４ 契約の相手方 

  愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

   一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター 

    理事長 服 部   正 
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提案理由 

一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター東予事業所解体撤去工事委託契約の締結

について、西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

関係法令 

 西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

（議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第１

項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億 

５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。 
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議案第４５号 

 

新たに生じた土地の確認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により、西条市の

区域内に公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地は、西条市の地域であること

を確認するものとする。 

 

  令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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新たに生じた土地の所在 面積（平方メートル） 

西条市ひうち字西ひうち５番及び６番１

の地先 
５７，６５１．１９ 
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提案理由 

愛媛県が公有水面埋立の免許を取得した埋立工事のしゅん功が認可されたので、

地方自治法第９条の５第１項の規定により、西条市の地域であることを確認するため、

議会の議決を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

（市町村の区域内にあらたに生じた土地の確認等） 

第９条の５ 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町

村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。 

２ （略） 
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議案第４６号 

 

   字の区域の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、次のとお

り字の区域を変更するものとする。 

 上記の処分は、同条第２項の規定による告示の日から効力を生ずる。 

 

  令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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字の名称 
左記の区域に編入する新たに生じた土地 

区      域 面積（平方メートル） 

ひうち字 

西ひうち 

西条市ひうち字西ひうち５番及び 

６番１の地先 
５７，６５１．１９ 
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提案理由 

 愛媛県が公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）に基づき埋め立てた土地を西

条市ひうち字西ひうちの区域に編入するため、地方自治法第２６０条第１項の規定に

より、議会の議決を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

（市町村内の町又は字の区域） 

第２６０条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内

の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区

域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定

めなければならない。 

２ 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならな

い。 

３ 第１項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規

定による告示によりその効力を生ずる。 
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議案第４７号 

 

西条市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続

に関する条例について 

 

西条市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する

条例を次のように定める。 

 

令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続 

に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７

号。以下「法」という。）第９条の３第２項（同条第９項（法第９条の３の２第２

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）において準用する場合を含む。

以下同じ。）及び第９条の３の３第２項（同条第３項において読み替えて準用する

法第９条の３第９項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。）の規定

に基づき、法第９条の３第１項又は第９条の３の３第１項に規定する一般廃棄物

処理施設の設置に係る届出及び法第９条の３第８項（法第９条の３の３第３項に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）に規定する一般廃棄物処理施設の変更に

係る届出に際し、市長又は市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受

けた者（以下「受託者」という。）が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響に

ついての調査（以下「生活環境影響調査」という。）の結果を記載した書類及び法

第８条第２項各号に掲げる事項を記載した書類（以下「報告書等」という。）の縦

覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書（以下「意見書」という。）の

提出の方法を定めることにより、一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害

関係を有する者に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。 

（対象となる施設の種類） 

第２条 法第９条の３第２項の規定による報告書等の公衆への縦覧及び意見書を提出

する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律施行令(昭和４６年政令第３００号)第５条第１項に規定するごみ処理施

設のうち焼却施設（以下「焼却施設」という。）及び同条第２項に規定する一般廃

棄物の最終処分場（以下これらを「施設」という。）とする。 

２ 法第９条の３の３第２項の規定による報告書等の公衆への縦覧及び意見書を提出

する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、焼却施設とする。 

（縦覧の告示） 

第３条 市長は、法第９条の３第２項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しよう

とするときは、報告書等を縦覧に供する場所（以下「縦覧の場所」という。）及び

縦覧に供する期間（以下「縦覧の期間」という。）のほか、次に掲げる事項を告示

するものとする。 

(1) 施設の名称 

(2) 施設の設置の場所 

(3) 施設の種類 

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類 

(5) 施設の処理能力（施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に
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供される場所の面積及び埋立容量） 

(6) 実施した生活環境影響調査の項目 

２ 受託者は、法第９条の３の３第２項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しよ

うとするときは、次に掲げる事項及び市長が指示する事項を記載した書面を市長

に届け出なければならない。 

(1) 焼却施設の名称 

(2) 焼却施設の設置の場所 

(3) 焼却施設の種類 

(4) 焼却施設において処理する一般廃棄物の種類 

(5) 焼却施設の処理能力 

(6) 実施した生活環境影響調査の項目 

(7) 受託者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在

地）  

３ 市長は、前項の規定による届出があったときは、縦覧の場所及び縦覧の期間のほ

か、同項各号に掲げる事項を告示するものとする。 

（縦覧の場所及び期間） 

第４条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。 

(1) 西条市役所 

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所 

(3) 受託者が報告書等を公衆への縦覧に供する場合は、受託者の事務所 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所 

２ 縦覧の期間は、前条第１項又は第３項の規定による告示の日の翌日から起算して

１月間とする。 

（意見書の提出先等の告示） 

第５条 市長は、法第９条の３第２項又は第９条の３の３第２項の規定により施設の

設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨、意見書を提出

する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。 

（意見書の提出先及び提出期限) 

第６条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。 

(1) 西条市役所 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所 

２ 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条の規定による告示があっ

たときは、第４条第２項に規定する縦覧の期間満了の日の翌日から起算して２週

間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。 

（縦覧期間等の特例） 

第７条 市長は、非常災害により生じた廃棄物の処分を行うための施設の設置又は変
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更の場合であって、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障の防止のため当該廃棄

物の処分を特に迅速に行わなければならないと認めるときは、第４条第２項に規

定する縦覧の期間を短縮し、及び前条第２項に規定する提出期限を繰り上げるこ

とができる。 

（環境影響評価との関係） 

第８条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法（平成９年法律第８１号。以下

「評価法」という。）第１６条又は愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条

例第１号。以下「評価条例」という。）第１５条に基づく準備書についての公告及

び縦覧、評価法第１８条第１項又は評価条例第１７条第１項に基づく準備書につ

いての意見書の提出並びに評価法第２０条第２項又は評価条例第２０条第４項に

おいて準用する評価条例第１０条第２項に基づく関係市町長の意見の手続を経た

ものは、第３条から第６条までに定める手続を経たものとみなす。 

（他の市町との協議） 

第９条 市長は、他の市町の区域に施設の敷地又は施設の設置若しくは変更により生

活環境に影響を及ぼす地域が含まれる場合は、当該区域を管轄する市町の長に報

告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議する

ものとする。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）の規定に基づ

き、一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出す

る機会を付与することを目的として、所要の条例を制定しようとするものである。 

 

関係法令 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出） 

第９条の３ 市町村は、第６条の２第１項の規定により一般廃棄物の処分を行うため

に、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところに

より、第８条第２項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施

設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記

載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第８条第２

項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項

について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類

を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係

を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するも

のとする。 

３ 都道府県知事は、第１項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係

る一般廃棄物処理施設が第８条の２第１項第１号に規定する技術上の基準に適合

していないと認めるときは、当該届出を受理した日から３０日（一般廃棄物の最

終処分場については、６０日）以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該

届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。 

４～７ （略） 

８ 第１項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第８条第２項第４号か

ら第７号までに掲げる事項の変更（環境省令で定める軽微な変更を除く。）をしよ

うとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載

した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

９ 第２項及び第３項の規定は前項の規定による届出について、第４項の規定は前項

の規定による届出をした市町村について準用する。この場合において、第２項中

「同項」とあるのは「前項」と、第４項中「一般廃棄物処理施設を設置してはな

らない」とあるのは「第８条第２項第４号から第７号までに掲げる事項の変更を

してはならない」と読み替えるものとする。 

１０～１２ （略） 

（市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例） 
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第９条の３の２ 市町村は、非常災害が発生した場合に非常災害により生ずる廃棄物

の処分を行うために設置する必要があると認める一般廃棄物処理施設について、

一般廃棄物処理計画に定め、又はこれを変更しようとするときは、環境省令で定

めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得ることができる。 

２ 市町村が前項の同意に係る一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合における

前条の規定の適用については、同条第９項中「第２項及び第３項の規定は」とあ

るのは「第２項の規定は、」と、「、第４項の規定は前項の規定による届出をした

市町村について準用する」とあるのは「準用する」と、「、第４項中「一般廃棄物

処理施設を設置してはならない」とあるのは「第８条第２項第４号から第７号ま

でに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替える」とあるのは「読み替え

る」とし、同条第３項及び第４項の規定は、適用しない。 

（非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例） 

第９条の３の３ 市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者は、

当該処分を行うための一般廃棄物処理施設（一般廃棄物の最終処分場であるもの

を除く。）を設置しようとするときは、第８条第１項の規定にかかわらず、環境省

令で定めるところにより、同条第２項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該

一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響について

の調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければ

ならない。 

２ 前項の規定による届出をしようとする者は、同項に規定する第８条第２項各号に

掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について

条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の

縦覧に供さなければならない。この場合において、当該一般廃棄物処理施設の設

置に関し利害関係を有する者は、政令で定める事項について条例で定めるところ

により、当該届出をしようとする者に対し、生活環境の保全上の見地から意見書

を提出することができる。 

３ 第９条の３第３項から第１０項まで及び第１２項の規定は第１項の規定による届

出について、第９条第３項の規定は当該届出をした者について準用する。この場

合において、第９条の３第３項、第４項、第８項及び第９項中「市町村」とある

のは「非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者」と、同項中「第２

項及び」とあるのは「第９条の３の３第２項の規定及び」と、「第２項中」とある

のは「同条第２項中「前項の」とあるのは「次項において準用する第９条の３第

８項の」と、」と、第９条第３項中「第１項ただし書」とあるのは「第９条の３の

３第３項において準用する第９条の３第８項」と、「同条第２項第１号」とあるの

は「第８条第２項第１号」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替える

ものとする。 
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議案第４８号 

 

西条市議会議員及び西条市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例について 

 

西条市議会議員及び西条市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市議会議員及び西条市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例  
西条市議会議員及び西条市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（

平成１６年西条市条例第１８号）の一部を次のように改正する。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 
  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号。以下「法」と

いう。）第１４１条第８項、第１４２

条第１１項及び第１４３条第１５項の

規定に基づき、西条市議会議員及び西

条市長（以下「議会議員及び長」とい

う。）の選挙における法第１４１条第

１項の自動車（以下「選挙運動用自動

車」という。）の使用、法第１４２条

第１項第６号のビラ(以下「選挙運動

用ビラ」という。)の作成及び法第１

４３条第１項第５号のポスター（以下

「選挙運動用ポスター」という。）の

作成の公費負担に関して必要な事項を

定めるものとする。 

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号。以下「法」と

いう。）第１４１条第８項     

     及び第１４３条第１５項の

規定に基づき、西条市議会議員及び西

条市長（以下「議会議員及び長」とい

う。）の選挙における法第１４１条第

１項の自動車（以下「選挙運動用自動

車」という。）の使用       

                 

       及び法第１４３条第１

項第５号のポスター（以下「選挙運動

用ポスター」という。）の作成の公費

負担に関して必要な事項を定めるもの

とする。 

（選挙運動用自動車の使用の契約締結

の届出） 

（選挙運動用自動車の使用の契約締結

の届出） 

第３条 前条の規定の適用を受けようと

する者は、道路運送法（昭和２６年法

律第１８３号）第３条第１号ハに規定

する一般乗用旅客自動車運送事業を経

営する者（以下「一般乗用旅客自動車

運送事業者」という。）その他の者（

次条第２号に規定する契約を締結する

場合にあっては、当該適用を受けよう

とする者と生計を一にする親族のう

第３条 前条の規定の適用を受けようと

する者は、道路運送法（昭和２６年法

律第１８３号）第３条第１号ハに規定

する一般乗用旅客自動車運送事業を経

営する者（以下「一般乗用旅客自動車

運送事業者」という。）その他の者（

次条第２号に規定する契約を締結する

場合には   、当該適用を受けよう

とする者と生計を一にする親族のう
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ち、当該契約に係る業務を業として行

う者以外の者を除く。）との間におい

て選挙運動用自動車の使用に関し有償

契約を締結し、西条市選挙管理委員会

（以下「委員会」という。）が定める

ところにより、その旨を委員会に届け

出なければならない。 

ち、当該契約に係る業務を業として行

う者以外の者を除く。）との間におい

て選挙運動用自動車の使用に関し有償

契約を締結し、西条市選挙管理委員会

（以下「委員会」という。）が定める

ところにより、その旨を委員会に届け

出なければならない。 

（選挙運動用自動車の使用の公費負担

額及び支払手続） 

（選挙運動用自動車の使用の公費負担

額及び支払手続） 

第４条 西条市は、候補者（前条の届出

をした者に限る。）が同条の契約に基

づき当該契約の相手方である一般乗用

旅客自動車運送事業者その他の者（以

下「一般乗用旅客自動車運送事業者等

」という。）に支払うべき金額のう

ち、次の各号に掲げる区分に応じ該当

各号に定める金額を、第２条ただし書

に規定する要件に該当する場合に限

り、当該一般乗用旅客自動車運送事業

者等からの請求に基づき、当該一般乗

用旅客自動車運送事業者等に対し支払

う。 

第４条 西条市は、候補者（前条の届出

をした者に限る。）が同条の契約に基

づき当該契約の相手方である一般乗用

旅客自動車運送事業者その他の者（以

下「一般乗用旅客自動車運送事業者等

」という。）に支払うべき金額のう

ち、次の各号に掲げる区分に応じ該当

各号に定める金額を、第２条ただし書

に規定する要件に該当する場合に限

り、当該一般乗用旅客自動車運送事業

者等からの請求に基づき、当該一般乗

用旅客自動車運送事業者等に対し支払

う。 

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運

送事業者との運送契約（以下「一般

運送契約」という。）である場合 

当該選挙運動用自動車（同一の日に

おいて一般運送契約により２台以上

の選挙運動用自動車が使用される場

合にあっては、当該候補者が指定す

るいずれか１台の選挙運動用自動車

に限る。）のそれぞれにつき、選挙

運動用自動車として使用された各日

についてその使用に対し支払うべき

金額（当該金額が６万４，５００円

を超える場合にあっては、６万４，

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運

送事業者との運送契約（以下「一般

運送契約」という。）である場合 

当該選挙運動用自動車（同一の日に

おいて一般運送契約により２台以上

の選挙運動用自動車が使用される場

合には   、当該候補者が指定す

るいずれか１台の選挙運動用自動車

に限る。）のそれぞれにつき、選挙

運動用自動車として使用された各日

についてその使用に対し支払うべき

金額（当該金額が６万４，５００円

を超える場合には   、６万４，
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５００円）の合計金額 ５００円）の合計金額 

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契

約である場合 次に掲げる区分に応

じ、それぞれに定める金額 

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契

約である場合 次に掲げる区分に応

じ、それぞれに定める金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の

借入れ契約（以下「自動車借入れ

契約」という。）である場合 当

該選挙運動用自動車（同一の日に

おいて自動車借入れ契約により２

台以上の選挙運動用自動車が使用

される場合にあっては、当該候補

者が指定するいずれか１台の選挙

運動用自動車に限る。）のそれぞ

れにつき、選挙運動用自動車とし

て使用された各日についてその使

用に対し支払うべき金額（当該金

額が１万５，８００円を超える場

合にあっては、１万５，８００円

）の合計金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の

借入れ契約（以下「自動車借入れ

契約」という。）である場合 当

該選挙運動用自動車（同一の日に

おいて自動車借入れ契約により２

台以上の選挙運動用自動車が使用

される場合には   、当該候補

者が指定するいずれか１台の選挙

運動用自動車に限る。）のそれぞ

れにつき、選挙運動用自動車とし

て使用された各日についてその使

用に対し支払うべき金額（当該金

額が１万５，８００円を超える場

合には   、１万５，８００円

）の合計金額 

イ （略） イ （略） 

ウ 当該契約が選挙運動用自動車の

運転手の雇用に関する契約である

場合 当該選挙運動用自動車の運

転手（同一の日において２人以上

の選挙運動用自動車の運転手が雇

用される場合にあっては、当該候

補者が指定するいずれか１人の運

転手に限る。）のそれぞれにつ

き、選挙運動用自動車の運転業務

に従事した各日についてその勤務

に対し支払うべき報酬の額（当該

報酬の額が１万２，５００円を超

える場合にあっては、１万２，５

００円）の合計金額 

ウ 当該契約が選挙運動用自動車の

運転手の雇用に関する契約である

場合 当該選挙運動用自動車の運

転手（同一の日において２人以上

の選挙運動用自動車の運転手が雇

用される場合には   、当該候

補者が指定するいずれか１人の運

転手に限る。）のそれぞれにつ

き、選挙運動用自動車の運転業務

に従事した各日についてその勤務

に対し支払うべき報酬の額（当該

報酬の額が１万２，５００円を超

える場合には   、１万２，５

００円）の合計金額 

第５条 （略） 第５条 （略） 
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(選挙運動用ビラの作成の公費負担)  

第６条 候補者は、７円５１銭に選挙運

動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が

法第１４２条第１項第６号に定める枚

数を超える場合にあっては、同号に定

める枚数)を乗じて得た金額の範囲内

で、選挙運動用ビラを無料で作成する

ことができる。この場合において、第

２条ただし書の規定を準用する。 

 

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の

届出) 

 

第７条 前条の規定の適用を受けようと

する者は、ビラの作成を業とする者と

の間において選挙運動用ビラの作成に

関し有償契約を締結し、委員会が定め

るところにより、その旨を委員会に届

け出なければならない。 

 

(選挙運動用ビラの作成の公費負担額

及び支払手続) 

 

第８条 西条市は、候補者(前条の届出

をした者に限る。)が同条の契約に基

づき当該契約の相手方であるビラの作

成を業とする者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙

運動用ビラの１枚当たりの作成単価(

当該作成単価が７円５１銭を超える場

合にあっては、７円５１銭)に当該選

挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者

を通じて、法第１４２条第１項第６号

に定める枚数の範囲内のものであるこ

とにつき、委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、

委員会が確認したものに限る。)を乗

じて得た金額(１円未満の端数がある

場合にあっては、その端数は切り捨て
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る。)を、第６条後段において準用す

る第２条ただし書に規定する要件に該

当する場合に限り、当該ビラの作成を

業とする者からの請求に基づき、当該

ビラの作成を業とする者に対し支払

う。 

（選挙運動用ポスターの作成の公費負

担） 

（選挙運動用ポスターの作成の公費負

担） 

第９条 候補者は、第１１条各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定めるとこ

ろにより算定した金額に選挙運動用ポ

スターの作成枚数（当該作成枚数が当

該選挙の行われる区域におけるポスタ

ー掲示場の数に相当する数を超える場

合にあっては、当該相当する数）を乗

じて得た金額の範囲内で、選挙運動用

ポスターを無料で作成することができ

る。この場合において、第２条ただし

書の規定を準用する。 

第６条 候補者は、第８条各号 に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定めるとこ

ろにより算定した金額に選挙運動用ポ

スターの作成枚数（当該作成枚数が当

該選挙の行われる区域におけるポスタ

ー掲示場の数に相当する数を超える場

合には   、当該相当する数）を乗

じて得た金額の範囲内で、選挙運動用

ポスターを無料で作成することができ

る。この場合において、第２条ただし

書の規定を準用する。 

第１０条 （略） 第７条  （略） 

（選挙運動用ポスターの作成の公費負

担額及び支払手続） 

（選挙運動用ポスターの作成の公費負

担額及び支払手続） 

第１１条 西条市は、候補者（前条の届

出をした者に限る。）が同条の契約に

基づき当該契約の相手方であるポスタ

ーの作成を業とする者に支払うべき金

額のうち、当該契約に基づき作成され

た選挙運動用ポスターの１枚当たりの

作成単価（当該作成単価が、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に定める

ところにより算定した金額を超える場

合にあっては、当該各号に定めるとこ

ろにより算定した金額）に当該選挙運

動用ポスターの作成枚数（当該候補者

を通じて当該選挙の行われる区域にお

第８条  西条市は、候補者（前条の届

出をした者に限る。）が同条の契約に

基づき当該契約の相手方であるポスタ

ーの作成を業とする者に支払うべき金

額のうち、当該契約に基づき作成され

た選挙運動用ポスターの１枚当たりの

作成単価（当該作成単価が、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に定める

ところにより算定した金額を超える場

合には   、当該各号に定めるとこ

ろにより算定した金額）に当該選挙運

動用ポスターの作成枚数（当該候補者

を通じて当該選挙の行われる区域にお
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けるポスター掲示場の数に相当する数

の範囲内のものであることにつき、委

員会が定めるところにより、当該候補

者からの申請に基づき、委員会が確認

したものに限る。）を乗じて得た金額

を、第９条後段において準用する第２

条ただし書に規定する要件に該当する

場合に限り、当該ポスターの作成を業

とする者からの請求に基づき、当該ポ

スターの作成を業とする者に対し支払

う。 

けるポスター掲示場の数に相当する数

の範囲内のものであることにつき、委

員会が定めるところにより、当該候補

者からの申請に基づき、委員会が確認

したものに限る。）を乗じて得た金額

を、第６条後段において準用する第２

条ただし書に規定する要件に該当する

場合に限り、当該ポスターの作成を業

とする者からの請求に基づき、当該ポ

スターの作成を業とする者に対し支払

う。 

 (1)、(2) （略）  (1)、(2) （略） 

第１２条 （略） 第９条  （略） 
  

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 (適用区分) 

２ この条例による改正後の西条市議会議員及び西条市長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を

告示された選挙については、なお従前の例による。 

 (西条市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の廃止) 

３ 西条市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例（平成１９年西条市

条例第１１号）は、廃止する。 

 (西条市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の廃止に伴う経過措

置) 

４ 施行日以後に執行される選挙で、施行日の前日までにその期日を告示されたもの

における前項の規定による廃止前の西条市長の選挙におけるビラの作成の公費負

担に関する条例に基づくビラの公費負担については、なお従前の例による。 
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提案理由 

公職選挙法の一部を改正する法律（平成２９年法律第６６号）が施行されたこと

に伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第４９号 

 

西条市税条例の一部を改正する条例について 

 

西条市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井  敏 久 
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西条市税条例の一部を改正する条例 

第１条 西条市税条例（平成１６年西条市条例第５１号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（個人の市民税の非課税の範囲） （個人の市民税の非課税の範囲） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当す

る者に対しては、市民税（第２号に該

当する者にあっては、第５３条の２の

規定により課する所得割（以下「分離

課税に係る所得割」という。）を除く。

）を課さない。ただし、法の施行地に

住所を有しない者については、この限

りでない。 

第２４条 次の各号のいずれかに該当す

る者に対しては、市民税（第２号に該

当する者にあっては、第５３条の２の

規定により課する所得割（以下「分離

課税に係る所得割」という。）を除く。

）を課さない。ただし、法の施行地に

住所を有しない者については、この限

りでない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひと

り親      （これらの者の前

年の合計所得金額が１３５万円を超

える場合を除く。） 

(2) 障害者、未成年者、寡婦、寡夫又

は単身児童扶養者（これらの者の前

年の合計所得金額が１３５万円を超

える場合を除く。） 

２ （略） ２ （略） 

（所得控除） （所得控除） 

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法

第３１４条の２第１項各号のいずれか

に掲げる者に該当する場合には、同条

第１項及び第３項から第１１項までの

規定により雑損控除額、医療費控除

額、社会保険料控除額、小規模企業共

済等掛金控除額、生命保険料控除額、

地震保険料控除額、障害者控除額、寡

婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生

控除額、配偶者控除額、配偶者特別控

除額又は扶養控除額を、前年の合計所

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法

第３１４条の２第１項各号のいずれか

に掲げる者に該当する場合には、同条

第１項及び第３項から第１２項までの

規定により雑損控除額、医療費控除

額、社会保険料控除額、小規模企業共

済等掛金控除額、生命保険料控除額、

地震保険料控除額、障害者控除額、寡

婦（寡夫）控除額    、勤労学生

控除額、配偶者控除額、配偶者特別控

除額又は扶養控除額を、前年の合計所
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得金額が２，５００万円以下である所

得割の納税義務者については、同条第

２項、第６項及び第１１項の規定によ

り基礎控除額をそれぞれその者の前年

の所得について算定した総所得金額、

退職所得金額又は山林所得金額から控

除する。 

得金額が２，５００万円以下である所

得割の納税義務者については、同条第

２項、第７項及び第１２項の規定によ

り基礎控除額をそれぞれその者の前年

の所得について算定した総所得金額、

退職所得金額又は山林所得金額から控

除する。 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に

掲げる者は、３月１５日までに、施行

規則第５号の４様式（別表）による申

告書を市長に提出しなければならな

い。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告

書又は公的年金等支払報告書を提出す

る義務がある者から１月１日現在にお

いて給与又は公的年金等の支払を受け

ている者で前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかったもの（公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなか

った者で社会保険料控除額（令第４８

条の９の７に規定するものを除く。）、

小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤労

学生控除額、配偶者特別控除額（所得

税法第２条第１項第３３号の４に規定

する源泉控除対象配偶者に係るものを

除く。）若しくは法第３１４条の２第

４項に規定する扶養控除額の控除又は

これらと併せて雑損控除額若しくは医

療費控除額の控除、法第３１３条第８

項に規定する純損失の金額の控除、同

条第９項に規定する純損失若しくは雑

損失の金額の控除若しくは第３４条の

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に

掲げる者は、３月１５日までに、施行

規則第５号の４様式（別表）による申

告書を市長に提出しなければならな

い。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告

書又は公的年金等支払報告書を提出す

る義務がある者から１月１日現在にお

いて給与又は公的年金等の支払を受け

ている者で前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかったもの（公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなか

った者で社会保険料控除額（令第４８

条の９の７に規定するものを除く。）、

小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤労

学生控除額、配偶者特別控除額（所得

税法第２条第１項第３３号の４に規定

する源泉控除対象配偶者に係るものを

除く。）若しくは法第３１４条の２第

５項に規定する扶養控除額の控除又は

これらと併せて雑損控除額若しくは医

療費控除額の控除、法第３１３条第８

項に規定する純損失の金額の控除、同

条第９項に規定する純損失若しくは雑

損失の金額の控除若しくは第３４条の
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７の規定により控除すべき金額（以下

この条において「寄附金税額控除額」

という。）の控除を受けようとするも

のを除く。以下この条において「給与

所得等以外の所得を有しなかった者」

という。）及び第２４条第２項に規定

する者（施行規則第２条の２第１項の

表の上欄の（二）に掲げる者を除く。

）については、この限りでない。 

７の規定により控除すべき金額（以下

この条において「寄附金税額控除額」

という。）の控除を受けようとするも

のを除く。以下この条において「給与

所得等以外の所得を有しなかった者」

という。）及び第２４条第２項に規定

する者（施行規則第２条の２第１項の

表の上欄の（二）に掲げる者を除く。

）については、この限りでない。 

２～９ （略） ２～９ （略） 

（固定資産税の納税義務者等） （固定資産税の納税義務者等） 

第５４条 （略） 第５４条 （略） 

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋に

ついては、登記簿又は土地補充課税台

帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者

（建物の区分所有等に関する法律（昭

和３７年法律第６９号）第２条第３項

の専有部分の属する家屋（同法第４条

第２項の規定により共用部分とされた

附属の建物を含む。）については、当

該家屋に係る同法第２条第２項の区分

所有者（以下「区分所有者」という。

）とする。以下固定資産税について同

様とする。）として登記又は登録がさ

れている者をいう。この場合におい

て、所有者として登記又は登録がされ

ている個人が賦課期日前に死亡してい

るとき、若しくは所有者として登記又

は登録がされている法人が同日前に消

滅しているとき、又は所有者として登

記されている法第３４８条第１項の者

が同日前に所有者でなくなっていると

きは、同日において当該土地又は家屋

を現に所有している者をいう。 

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋に

ついては、登記簿又は土地補充課税台

帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者

（建物の区分所有等に関する法律（昭

和３７年法律第６９号）第２条第３項

の専有部分の属する家屋（同法第４条

第２項の規定により共用部分とされた

附属の建物を含む。）については、当

該家屋に係る同法第２条第２項の区分

所有者（以下「区分所有者」という。

）とする。以下固定資産税について同

様とする。）として登記又は登録され

ている 者をいう。この場合におい

て、所有者として登記又は登録されて

いる 個人が賦課期日前に死亡してい

るとき、若しくは所有者として登記又

は登録されている 法人が同日前に消

滅しているとき、又は所有者として登

記されている法第３４８条第１項の者

が同日前に所有者でなくなっていると

きは、同日において当該土地又は家屋

を現に所有している者をいう。 

３ （略） ３ （略） 



57 

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風

水害、火災その他の事由により 不明

である場合には   、その使用者を

所有者とみなして、   固定資産課

税台帳に登録し、その者に固定資産税

を課することができる。この場合にお

いて、市は、当該登録をしようとする

ときは、あらかじめ、その旨を当該使

用者に通知しなければならない。 

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風

水害、火災その他の事由によって不明

である場合においては、その使用者を

所有者とみなして、これを固定資産課

税台帳に登録し、その者に固定資産税

を課する      。 

５ 法第３４３条第５項に規定する探索

を行ってもなお固定資産の所有者の存

在が不明である場合（前項に規定する

場合を除く。）には、その使用者を所

有者とみなして、固定資産課税台帳に

登録し、その者に固定資産税を課する

ことができる。この場合において、市

は、当該登録をしようとするときは、

あらかじめ、その旨を当該使用者に通

知しなければならない。 

 

６ 土地区画整理法（昭和２９年法律第

１１９号）による土地区画整理事業（

密集市街地における防災街区の整備の

促進に関する法律（平成９年法律第４

９号）第４６条第１項の規定により土

地区画整理法の規定が適用される密集

市街地における防災街区の整備の促進

に関する法律第４５条第１項第１号の

事業を含む。以下この項において同

じ。）又は土地改良法（昭和２４年法

律第１９５号）による土地改良事業の

施行に係る土地については、法令若し

くは規約等の定めるところにより 仮

換地、一時利用地その他の仮に使用

し、若しくは収益することができる土

地（以下この項において「仮換地等」

５ 土地区画整理法（昭和２９年法律第

１１９号）による土地区画整理事業（

密集市街地における防災街区の整備の

促進に関する法律（平成９年法律第４

９号）第４６条第１項の規定により土

地区画整理法の規定が適用される密集

市街地における防災街区の整備の促進

に関する法律第４５条第１項第１号の

事業を含む。以下この項において同

じ。）又は土地改良法（昭和２４年法

律第１９５号）による土地改良事業の

施行に係る土地については、法令若し

くは規約等の定めるところによって仮

換地、一時利用地その他の仮に使用

し、若しくは収益することができる土

地（以下この項において「仮換地等」
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と総称する。）の指定があった場合又

は土地区画整理法による土地区画整理

事業の施行者が同法第１００条の２（

密集市街地における防災街区の整備の

促進に関する法律第４６条第１項にお

いて適用する場合を含む。）の規定に

より 管理する土地で当該施行者以外

の者が仮に使用するもの（以下この項

において「仮使用地」という。）があ

る場合には   、当該仮換地等又は

仮使用地について使用し、又は収益す

ることができることとなった日から換

地処分の公告がある日又は換地計画の

認可の公告がある日までの間は、仮換

地等にあっては当該仮換地等に対応す

る従前の土地について登記簿又は土地

補充課税台帳に所有者として登記又は

登録がされている者をもって、仮使用

地にあっては土地区画整理法による土

地区画整理事業の施行者以外の仮使用

地の使用者をもって、それぞれ当該仮

換地等又は仮使用地に係る第１項の所

有者とみなし、換地処分の公告があっ

た日又は換地計画の認可の公告があっ

た日から換地又は保留地を取得した者

が登記簿に当該換地又は保留地に係る

所有者として登記される日までの間

は、当該換地又は保留地を取得した者

をもって当該換地又は保留地に係る同

項の所有者とみなすことができる。 

と総称する。）の指定があった場合又

は土地区画整理法による土地区画整理

事業の施行者が同法第１００条の２（

密集市街地における防災街区の整備の

促進に関する法律第４６条第１項にお

いて適用する場合を含む。）の規定に

よって管理する土地で当該施行者以外

の者が仮に使用するもの（以下この項

において「仮使用地」という。）があ

る場合においては、当該仮換地等又は

仮使用地について使用し、又は収益す

ることができることとなった日から換

地処分の公告がある日又は換地計画の

認可の公告がある日までの間は、仮換

地等にあっては当該仮換地等に対応す

る従前の土地について登記簿又は土地

補充課税台帳に所有者として登記又は

登録されている 者をもって、仮使用

地にあっては土地区画整理法による土

地区画整理事業の施行者以外の仮使用

地の使用者をもって、それぞれ当該仮

換地等又は仮使用地に係る第１項の所

有者とみなし、換地処分の公告があっ

た日又は換地計画の認可の公告があっ

た日から換地又は保留地を取得した者

が登記簿に当該換地又は保留地に係る

所有者として登記される日までの間

は、当該換地又は保留地を取得した者

をもって当該換地又は保留地に係る同

項の所有者とみなす      。 

７ 公有水面埋立法（大正１０年法律第

５７号）第２３条第１項の規定により

 使用する埋立地若しくは干拓地（以

下この項において「埋立地等」とい

う。）又は国が埋立て若しくは干拓に

６ 公有水面埋立法（大正１０年法律第

５７号）第２３条第１項の規定によっ

て使用する埋立地若しくは干拓地（以

下この項において「埋立地等」とい

う。）又は国が埋立て若しくは干拓に
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より 造成する埋立地等（同法第４２

条第２項の規定による竣功通知前の埋

立地等に限る。以下この項において同

じ。）で工作物を設置し、その他土地

を使用する場合と同様の状態で使用さ

れているもの（埋立て又は干拓に関す

る工事に関して使用されているものを

除く。）については、これらの埋立地

等をもって土地とみなし、これらの埋

立地等のうち、都道府県、市町村、特

別区、これらの組合、財産区及び合併

特別区（以下この項において「都道府

県等」という。）以外の者が同法第２

３条第１項の規定により 使用する埋

立地等にあっては、当該埋立地等を使

用する者をもって当該埋立地等に係る

第１項の所有者とみなし、都道府県等

が同条第１項の規定により 使用し、

又は国が埋立て若しくは干拓により 

造成する埋立地等にあっては、都道府

県等又は国が当該埋立地等を都道府県

等又は国以外の者に使用させている場

合に限り、当該埋立地等を使用する者

（土地改良法第８７条の２第１項の規

定により国又は都道府県が行う同項第

１号の事業により造成された埋立地等

を使用する者で令第４９条の３に規定

するものを除く。）をもって当該埋立

地等に係る第１項の所有者とみなすこ

とができる。 

よって造成する埋立地等（同法第４２

条第２項の規定による竣功通知前の埋

立地等に限る。以下この項において同

じ。）で工作物を設置し、その他土地

を使用する場合と同様の状態で使用さ

れているもの（埋立て又は干拓に関す

る工事に関して使用されているものを

除く。）については、これらの埋立地

等をもって土地とみなし、これらの埋

立地等のうち、都道府県、市町村、特

別区、これらの組合、財産区及び合併

特別区（以下この項において「都道府

県等」という。）以外の者が同法第２

３条第１項の規定によって使用する埋

立地等にあっては、当該埋立地等を使

用する者をもって当該埋立地等に係る

第１項の所有者とみなし、都道府県等

が同条第１項の規定によって使用し、

又は国が埋立て若しくは干拓によって

造成する埋立地等にあっては、都道府

県等又は国が当該埋立地等を都道府県

等又は国以外の者に使用させている場

合に限り、当該埋立地等を使用する者

（土地改良法第８７条の２第１項の規

定により国又は都道府県が行う同項第

１号の事業により造成された埋立地等

を使用する者で令第４９条の２に規定

するものを除く。）をもって当該埋立

地等に係る第１項の所有者とみなす 

      。 

８ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設

備に属する部分その他施行規則第１０

条の２の１５で定めるものを含む。）

であって、家屋の所有者以外の者がそ

の事業の用に供するため取り付けたも

７ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設

備に属する部分その他施行規則第１０

条の２の１２で定めるものを含む。）

であって、家屋の所有者以外の者がそ

の事業の用に供するため取り付けたも
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のであり、かつ、当該家屋に付合した

ことにより家屋の所有者が所有するこ

ととなったもの（以下この項において

「特定附帯設備」という。）について

は、当該取り付けた者の事業の用に供

することができる資産である場合に限

り、当該取り付けた者をもって第１項

の所有者とみなし、当該特定附帯設備

のうち家屋に属する部分は家屋以外の

資産とみなして固定資産税を課する。 

のであり、かつ、当該家屋に付合した

ことにより家屋の所有者が所有するこ

ととなったもの（以下この項において

「特定附帯設備」という。）について

は、当該取り付けた者の事業の用に供

することができる資産である場合に限

り、当該取り付けた者をもって第１項

の所有者とみなし、当該特定附帯設備

のうち家屋に属する部分は家屋以外の

資産とみなして固定資産税を課する。 

（固定資産税の課税標準） （固定資産税の課税標準） 

第６１条 （略） 第６１条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 住宅用地（法第３４９条の３の２第

１項に規定する住宅用地をいう。以下

この条及び第７４条において同じ。）

に対して課する固定資産税の課税標準

は、第１項から第６項まで及び法第３

４９条の３第１１項の規定にかかわら

ず、当該住宅用地に係る固定資産税の

課税標準となるべき価格の３分の１の

額とする。 

９ 住宅用地（法第３４９条の３の２第

１項に規定する住宅用地をいう。以下

この条及び第７４条において同じ。）

に対して課する固定資産税の課税標準

は、第１項から第６項まで及び法第３

４９条の３第１２項の規定にかかわら

ず、当該住宅用地に係る固定資産税の

課税標準となるべき価格の３分の１の

額とする。 

１０ 小規模住宅用地（法第３４９条の

３の２第２項に規定する小規模住宅用

地をいう。以下この項において同じ。

）に対して課する固定資産税の課税標

準は、第１項から第６項まで及び前項

並びに法第３４９条の３第１１項の規

定にかかわらず、当該小規模住宅用地

に係る固定資産税の課税標準となるべ

き価格の６分の１の額とする。 

１０ 小規模住宅用地（法第３４９条の

３の２第２項に規定する小規模住宅用

地をいう。以下この項において同じ。

）に対して課する固定資産税の課税標

準は、第１項から第６項まで及び前項

並びに法第３４９条の３第１２項の規

定にかかわらず、当該小規模住宅用地

に係る固定資産税の課税標準となるべ

き価格の６分の１の額とする。 

（法第３４９条の３第２７項等の条例

で定める割合） 

（法第３４９条の３第２８項等の条例

で定める割合） 

第６１条の２ 法第３４９条の３第２７

項に規定する市町村の条例で定める割

第６１条の２ 法第３４９条の３第２８

項に規定する市町村の条例で定める割



61 

合は２分の１とする。 合は２分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２８項に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

２ 法第３４９条の３第２９項に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

３ 法第３４９条の３第２９項に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

３ 法第３４９条の３第３０項に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

第７４条の２ （略） 第７４条の２ （略） 

（現所有者の申告）  

第７４条の３ 現所有者（法第３８４条

の３に規定する現所有者をいう。以下

この条及び次条において同じ。）は、

現所有者であることを知った日の翌日

から３月を経過した日までに次に掲げ

る事項を記載した申告書を市長に提出

しなければならない。 

 

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、

氏名又は名称、次号に規定する個人

との関係及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所、氏名又は名称

及び同号に規定する個人との関係） 

 

(2) 土地又は家屋の所有者として登記

簿又は土地補充課税台帳若しくは家

屋補充課税台帳に登記又は登録がさ

れている個人が死亡している場合に

おける当該個人の住所及び氏名 

 

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴

収に関し必要と認める事項 

 

（固定資産に係る不申告に関する過料

） 

（固定資産に係る不申告に関する過料

） 

第７５条 固定資産の所有者（法第３８

６条に規定する固定資産の所有者をい

う。）が第７４条若しくは法第３８３

第７５条 固定資産の所有者（法第３８

６条に規定する固定資産の所有者をい

う。）が第７４条又は  法第３８３
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条の規定により、又は現所有者が前条

の規定により申告すべき事項について

正当な事由がなくて申告をしなかった

場合には   、その者に対し、１０

万円以下の過料を科する。 

条の規定によって         

      申告すべき事項について

正当な事由がなくて申告をしなかった

場合においては、その者に対し、１０

万円以下の過料を科する。 

２、３ （略） ２、３ （略） 

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準） 

第９４条 （略） 第９４条 （略） 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを

除く。）の本数は、紙巻たばこの本数

によるものとし、次の表の左欄に掲げ

る製造たばこの本数の算定について

は、同欄の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める重量をもって紙巻たば

この１本に換算するものとする。ただ

し、１本当たりの重量が０．７グラム

未満の葉巻たばこの本数の算定につい

ては、当該葉巻たばこの１本をもって

紙巻たばこの０．７本に換算するもの

とする。 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを

除く。）の本数は、紙巻たばこの本数

によるものとし、次の表の左欄に掲げ

る製造たばこの本数の算定について

は、同欄の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める重量をもって紙巻たば

この１本に換算するものとする。 

（略） 
 

（略） 
 

３ （略） ３ （略） 

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たば

こ（同項ただし書に規定する葉巻たば

こを除く。）の重量を紙巻たばこの本

数に換算する場合又は第３項第１号に

掲げる方法により同号に規定する加熱

式たばこの重量を紙巻たばこの本数に

換算する場合における計算は、売渡し

等に係る製造たばこの品目ごとの１個

当たりの重量に当該製造たばこの品目

ごとの数量を乗じて得た重量を第９２

条に掲げる製造たばこの区分ごとに合

計し、その合計重量を紙巻たばこの本

数に換算する方法により行うものとす

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たば

こ                

      の重量を紙巻たばこの本

数に換算する場合又は第３項第１号に

掲げる方法により同号に規定する加熱

式たばこの重量を紙巻たばこの本数に

換算する場合における計算は、売渡し

等に係る製造たばこの品目ごとの１個

当たりの重量に当該製造たばこの品目

ごとの数量を乗じて得た重量を第９２

条に掲げる製造たばこの区分ごとに合

計し、その合計重量を紙巻たばこの本

数に換算する方法により行うものとす
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る。 る。 

５～１０ （略） ５～１０ （略） 

（特別土地保有税の納税義務者等） （特別土地保有税の納税義務者等） 

第１３１条 （略） 第１３１条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第５４条第７項の規定は、特別土地

保有税について準用する。この場合に

おいて、同項中「当該埋立地等を使用

する者」とあるのは「当該埋立地等の

使用の開始をもって土地の取得と、当

該埋立地等を使用する者」と、「第１

項の所有者」とあるのは「第１３１条

第１項の土地の所有者又は取得者」

と、「同条第１項」とあるのは「同法

第２３条第１項」と読み替えるものと

する。 

６ 第５４条第６項の規定は、特別土地

保有税について準用する。この場合に

おいて、同項中「当該埋立地等を使用

する者」とあるのは「当該埋立地等の

使用の開始をもって土地の取得と、当

該埋立地等を使用する者」と、「第１

項の所有者」とあるのは「第１３１条

第１項の土地の所有者又は取得者」

と、「同条第１項」とあるのは「同法

第２３条第１項」と読み替えるものと

する。 

附 則 附 則 

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例） 

第３条の２ 当分の間、第１９条、第４

３条第２項、第４８条第５項、第５０

条第２項、第５３条の１２第２項、第

７２条第２項、第９８条第５項、第１

０１条第２項、第１３９条第２項（第

１４０条の７において準用する場合を

含む。）及び第１４０条第２項（第１

４０条の７において準用する場合を含

む。）に規定する延滞金の年１４．６

パーセントの割合及び年７．３パーセ

ントの割合は、これらの規定にかかわ

らず、各年の延滞金特例基準割合（平

均貸付割合（租税特別措置法第９３条

第２項に規定する平均貸付割合をい

う。次項において同じ。）に年１パー

セントの割合を加算した割合をいう。

以下この項において同じ。）が年７．

第３条の２ 当分の間、第１９条、第４

３条第２項、第４８条第５項、第５０

条第２項、第５３条の１２第２項、第

７２条第２項、第９８条第５項、第１

０１条第２項、第１３９条第２項（第

１４０条の７において準用する場合を

含む。）及び第１４０条第２項（第１

４０条の７において準用する場合を含

む。）に規定する延滞金の年１４．６

パーセントの割合及び年７．３パーセ

ントの割合は、これらの規定にかかわ

らず、各年の特例基準割合（当該年の

前年に   租税特別措置法第９３条

第２項の規定により告示された割合 

            に年１パー

セントの割合を加算した割合をいう。

以下この条において同じ。）が年７．
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３パーセントの割合に満たない場合に

は、その年            

              中にお

いては、年１４．６パーセントの割合

にあってはその年        に

おける延滞金特例基準割合に年７．３

パーセントの割合を加算した割合と

し、年７．３パーセントの割合にあっ

ては当該延滞金特例基準割合に年１パ

ーセントの割合を加算した割合（当該

加算した割合が年７．３パーセントの

割合を超える場合には、年７．３パー

セントの割合）とする。 

３パーセントの割合に満たない場合に

は、その年（以下この条において「特

例基準割合適用年」という。）中にお

いては、年１４．６パーセントの割合

にあっては当該特例基準割合適用年に

おける特例基準割合   に年７．３

パーセントの割合を加算した割合と

し、年７．３パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合   に年１パ

ーセントの割合を加算した割合（当該

加算した割合が年７．３パーセントの

割合を超える場合には、年７．３パー

セントの割合）とする。 

２ 当分の間、第５２条第１項及び第４

項に規定する延滞金の年７．３パーセ

ントの割合は、これらの規定にかかわ

らず、各年の平均貸付割合に年０．５

パーセントの割合を加算した割合が年

７．３パーセントの割合に満たない場

合には、その年中においては、その年

        における当該加算し

た割合とする。 

２ 当分の間、第５２条第１項及び第４

項に規定する延滞金の年７．３パーセ

ントの割合は、これらの規定にかかわ

らず、特例基準割合適用年     

                 

                 

        においては、当該特

例基準割合適用年における特例基準割

合  とする。 

（納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９

年法律第８９号）第１５条第１項（第

１号に係る部分に限る。）の規定によ

り定められる商業手形の基準割引率が

年５．５パーセントを超えて定められ

る日からその後年５．５パーセント以

下に定められる日の前日までの期間（

当該期間内に前条第２項の規定により

第５２条第１項及び第４項に規定する

延滞金の割合を前条第２項に規定する

加算した割合とする年に含まれる期間

がある場合には、当該期間を除く。以

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９

年法律第８９号）第１５条第１項（第

１号に係る部分に限る。）の規定によ

り定められる商業手形の基準割引率が

年５．５パーセントを超えて定められ

る日からその後年５．５パーセント以

下に定められる日の前日までの期間（

当該期間内に前条第２項の規定により

第５２条第１項及び第４項に規定する

延滞金の割合を前条第２項に規定する

特例基準割合とする年に含まれる期間

がある場合には、当該期間を除く。以
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下この項において「特例期間」とい

う。）内（法人税法第７５条の２第１

項（同法第１４４条の８において準用

する場合を含む。）の規定により延長

された法第３２１条の８第１項に規定

する申告書の提出期限又は法人税法第

８１条の２４第１項の規定により延長

された法第３２１条の８第４項に規定

する申告書の提出期限が当該年５．５

パーセント以下に定められる日以後に

到来することとなる市民税に係る申告

基準日が特例期間内に到来する場合に

おける当該市民税に係る第５２条の規

定による延滞金にあっては、当該年５

．５パーセントを超えて定められる日

から当該延長された申告書の提出期限

までの期間内）は、特例期間内にその

申告基準日の到来する市民税に係る第

５２条第１項及び第４項に規定する延

滞金の年７．３パーセントの割合は、

これらの規定及び前条第２項の規定に

かかわらず、当該年７．３パーセント

の割合と当該申告基準日における当該

商業手形の基準割引率のうち年５．５

パーセントの割合を超える部分の割合

を年０．２５パーセントの割合で除し

て得た数を年０．７３パーセントの割

合に乗じて計算した割合とを合計した

割合（当該合計した割合が年１２．７

７５パーセントの割合を超える場合に

は、年１２．７７５パーセントの割合

）とする。 

下この項において「特例期間」とい

う。）内（法人税法第７５条の２第１

項（同法第１４４条の８において準用

する場合を含む。）の規定により延長

された法第３２１条の８第１項に規定

する申告書の提出期限又は法人税法第

８１条の２４第１項の規定により延長

された法第３２１条の８第４項に規定

する申告書の提出期限が当該年５．５

パーセント以下に定められる日以後に

到来することとなる市民税に係る申告

基準日が特例期間内に到来する場合に

おける当該市民税に係る第５２条の規

定による延滞金にあっては、当該年５

．５パーセントを超えて定められる日

から当該延長された申告書の提出期限

までの期間内）は、特例期間内にその

申告基準日の到来する市民税に係る第

５２条第１項及び第４項に規定する延

滞金の年７．３パーセントの割合は、

これらの規定及び前条第２項の規定に

かかわらず、当該年７．３パーセント

の割合と当該申告基準日における当該

商業手形の基準割引率のうち年５．５

パーセントの割合を超える部分の割合

を年０．２５パーセントの割合で除し

て得た数を年０．７３パーセントの割

合に乗じて計算した割合とを合計した

割合（当該合計した割合が年１２．７

７５パーセントの割合を超える場合に

は、年１２．７７５パーセントの割合

）とする。 

２ （略） ２ （略） 

（読替規定） （読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条 第１０条 法附則第１５条から第１５条
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の３の２まで、第６１条又は第６２条

の規定の適用がある各年度分の固定資

産税に限り、第６１条第８項中「又は

第３４９条の３の４から第３４９条の

５まで」とあるのは、「若しくは第３

４９条の３の４から第３４９条の５ま

で又は附則第１５条 から第１５条の

３の２まで、第６１条若しくは第６２

条」とする。 

の３の２まで           

の規定の適用がある各年度分の固定資

産税に限り、第６１条第８項中「又は

第３４９条の３の４から第３４９条の

５まで」とあるのは、「若しくは第３

４９条の３の４から第３４９条の５ま

で又は法附則第１５条から第１５条の

３の２まで            

 」とする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条

例で定める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条

例で定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

 ２ 法附則第１５条第２項第２号に規定

する市町村の条例で定める割合は２分

の１とする。 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定

する市町村の条例で定める割合は４分

の３とする。 

３ 法附則第１５条第２項第６号に規定

する市町村の条例で定める割合は４分

の３とする。 

３ （略） ４ （略） 

４ （略） ５ （略） 

５ 法附則第１５条第２６項に規定する

市町村の条例で定める割合は２分の１

とする。 

６ 法附則第１５条第２９項に規定する

市町村の条例で定める割合は２分の１

とする。 

６ 法附則第１５条第２７項第１号に規

定する市町村の条例で定める割合は３

分の２とする。 

７ 法附則第１５条第３０項第１号に規

定する市町村の条例で定める割合は３

分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２７項第２号に規

定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

８ 法附則第１５条第３０項第２号に規

定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

８ 法附則第１５条第２７項第３号に規

定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３０項第３号に規

定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

９  法附則第１５条第２８項第１号に

規定する市町村の条例で定める割合は

１０ 法附則第１５条第３１項第１号に

規定する市町村の条例で定める割合は
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３分の２とする。 ３分の２とする。 

１０ 法附則第１５条第２８項第２号に

規定する市町村の条例で定める割合は

２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第３１項第２号に

規定する市町村の条例で定める割合は

２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第３０項第１号イ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１２ 法附則第１５条第３３項第１号イ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１２ 法附則第１５条第３０項第１号ロ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１３ 法附則第１５条第３３項第１号ロ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

 １４ 法附則第１５条第３３項第１号ハ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１３ 法附則第１５条第３０項第１号ハ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１５ 法附則第１５条第３３項第１号ニ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１４ 法附則第１５条第３０項第１号ニ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１６ 法附則第１５条第３３項第１号ホ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１５ 法附則第１５条第３０項第２号イ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

１７ 法附則第１５条第３３項第２号イ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

１６ 法附則第１５条第３０項第２号ロ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

１８ 法附則第１５条第３３項第２号ロ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

１７ 法附則第１５条第３０項第２号ハ

に規定する設備について同号に規定す
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る市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

１８ 法附則第１５条第３０項第３号イ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

１９ 法附則第１５条第３３項第３号イ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

１９ 法附則第１５条第３０項第３号ロ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

２０ 法附則第１５条第３３項第３号ロ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

２０ 法附則第１５条第３０項第３号ハ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

２１ 法附則第１５条第３３項第３号ハ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

２１ 法附則第１５条第３４項に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

２２ 法附則第１５条第３８項に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

 ２３ 法附則第１５条第４０項に規定す

る市町村の条例で定める割合は５分の

４とする。 

２２ 法附則第１５条第３８項に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

２４ 法附則第１５条第４４項に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

２３ 法附則第１５条第３９項に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

２５ 法附則第１５条第４５項に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

２４ 法附則第１５条第４１項に規定す

る市町村の条例で定める割合は零とす

る。 

２６ 法附則第１５条第４７項に規定す

る市町村の条例で定める割合は零とす

る。 

２５ 法附則第１５条第４７項に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

 

２６ （略） ２７ （略） 

２７ 法附則第６２条に規定する市町村  



69 

の条例で定める割合は零とする。 

（宅地等に対して課する平成３０年度

から令和２年度までの各年度分の固定

資産税の特例） 

（宅地等に対して課する平成３０年度

から令和２年度までの各年度分の固定

資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る平成３０年度か

ら令和２年度までの各年度分の固定資

産税の額は、当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税額が、当該宅地等の

当該年度分の固定資産税に係る前年度

分の固定資産税の課税標準額に、当該

宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格（当該宅地

等が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３の２の規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該価格

に同条に定める率を乗じて得た額。以

下この条において同じ。）に１００分

の５を乗じて得た額を加算した額（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は 附則第

１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額

（以下「宅地等調整固定資産税額」と

いう。）を超える場合には、当該宅地

等調整固定資産税額とする。 

第１２条 宅地等に係る平成３０年度か

ら令和２年度までの各年度分の固定資

産税の額は、当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税額が、当該宅地等の

当該年度分の固定資産税に係る前年度

分の固定資産税の課税標準額に、当該

宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格（当該宅地

等が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３の２の規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該価格

に同条に定める率を乗じて得た額。以

下この条において同じ。）に１００分

の５を乗じて得た額を加算した額（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は法附則第

１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額

（以下「宅地等調整固定資産税額」と

いう。）を超える場合には、当該宅地

等調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等

に係る平成３０年度から令和２年度ま

での各年度分の宅地等調整固定資産税

額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該商業地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等

に係る平成３０年度から令和２年度ま

での各年度分の宅地等調整固定資産税

額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該商業地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格
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に１０分の６を乗じて得た額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は 附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税

額を超える場合には、同項の規定にか

かわらず、当該固定資産税額とする。 

に１０分の６を乗じて得た額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税

額を超える場合には、同項の規定にか

かわらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等

に係る平成３０年度から令和２年度ま

での各年度分の宅地等調整固定資産税

額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該宅地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に

１０分の２を乗じて得た額（当該宅地

等が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３又は 附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額に満た

ない場合には、同項の規定にかかわら

ず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等

に係る平成３０年度から令和２年度ま

での各年度分の宅地等調整固定資産税

額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該宅地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に

１０分の２を乗じて得た額（当該宅地

等が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額に満た

ない場合には、同項の規定にかかわら

ず、当該固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該

年度の負担水準が０．６以上０．７以

下のものに係る平成３０年度から令和

２年度までの各年度分の固定資産税の

額は、第１項の規定にかかわらず、当

該商業地等の当該年度分の固定資産税

に係る前年度分の固定資産税の課税標

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該

年度の負担水準が０．６以上０．７以

下のものに係る平成３０年度から令和

２年度までの各年度分の固定資産税の

額は、第１項の規定にかかわらず、当

該商業地等の当該年度分の固定資産税

に係る前年度分の固定資産税の課税標
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準額（当該商業地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３又

は 附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、前年度分の固定資産税の課

税標準額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資

産税額（以下「商業地等据置固定資産

税額」という。）とする。 

準額（当該商業地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３又

は法附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、前年度分の固定資産税の課

税標準額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資

産税額（以下「商業地等据置固定資産

税額」という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該

年度の負担水準が０．７を超えるもの

に係る平成３０年度から令和２年度ま

での各年度分の固定資産税の額は、第

１項の規定にかかわらず、当該商業地

等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき価格に１０分の７を

乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９

条の３又は 附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当

該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場

合における固定資産税額（以下「商業

地等調整固定資産税額」という。）と

する。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該

年度の負担水準が０．７を超えるもの

に係る平成３０年度から令和２年度ま

での各年度分の固定資産税の額は、第

１項の規定にかかわらず、当該商業地

等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき価格に１０分の７を

乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９

条の３又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当

該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場

合における固定資産税額（以下「商業

地等調整固定資産税額」という。）と

する。 

（農地に対して課する平成３０年度か

ら令和２年度までの各年度分の固定資

産税の特例） 

（農地に対して課する平成３０年度か

ら令和２年度までの各年度分の固定資

産税の特例） 

第１３条 農地に係る平成３０年度から

令和２年度までの各年度分の固定資産

税の額は、当該農地に係る当該年度分

第１３条 農地に係る平成３０年度から

令和２年度までの各年度分の固定資産

税の額は、当該農地に係る当該年度分
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の固定資産税額が、当該農地に係る当

該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額（当該農地

が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３又は 附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受

ける農地であるときは、当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）に、当該農地の当該年度の次

の表の左欄に掲げる負担水準の区分に

応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率

を乗じて得た額を当該農地に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税

額（以下「農地調整固定資産税額」と

いう。）を超える場合には、当該農地

調整固定資産税額とする。 

の固定資産税額が、当該農地に係る当

該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額（当該農地

が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３又は法附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受

ける農地であるときは、当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）に、当該農地の当該年度の次

の表の左欄に掲げる負担水準の区分に

応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率

を乗じて得た額を当該農地に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税

額（以下「農地調整固定資産税額」と

いう。）を超える場合には、当該農地

調整固定資産税額とする。 

（略） 
 

（略） 
 

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例） 

第１５条 附則第１２条第１項から第５

項までの規定の適用がある宅地等（附

則第１１条第２号に掲げる宅地等をい

うものとし、法第３４９条の３、第３

４９条の３の２又は 附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用があ

る宅地等を除く。）に対して課する平

成３０年度から令和２年度までの各年

度分の特別土地保有税については、第

１３７条第１号及び第１４０条の５中

「当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格」とあるのは、「当該

年度分の固定資産税に係る附則第１２

条第１項から第５項までに規定する課

税標準となるべき額」とする。 

第１５条 附則第１２条第１項から第５

項までの規定の適用がある宅地等（附

則第１１条第２号に掲げる宅地等をい

うものとし、法第３４９条の３、第３

４９条の３の２又は法附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用があ

る宅地等を除く。）に対して課する平

成３０年度から令和２年度までの各年

度分の特別土地保有税については、第

１３７条第１号及び第１４０条の５中

「当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格」とあるのは、「当該

年度分の固定資産税に係る附則第１２

条第１項から第５項までに規定する課

税標準となるべき額」とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 
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（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１

号（同条第４項において準用する場合

を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動

車（自家用のものに限る。以下この条

において同じ。）に対しては、当該３

輪以上の軽自動車の取得が令和元年１

０月１日から令和３年３月３１日まで

の間（附則第１５条の６第３項におい

て「特定期間」という。）に行われた

ときに限り、第８０条第１項の規定に

かかわらず、軽自動車税の環境性能割

を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１

号（同条第４項において準用する場合

を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動

車（自家用のものに限る。以下この条

において同じ。）に対しては、当該３

輪以上の軽自動車の取得が令和元年１

０月１日から令和２年９月３０日まで

の間（附則第１５条の６第３項におい

て「特定期間」という。）に行われた

ときに限り、第８０条第１項の規定に

かかわらず、軽自動車税の環境性能割

を課さない。 

第１７条 当分の間、所得割の納税義務

者が前年中に租税特別措置法第３１条

第１項に規定する譲渡所得を有する場

合には、当該譲渡所得については、第

３３条及び第３４条の３の規定にかか

わらず、他の所得と区分し、前年中の

長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡

所得の金額（同法第３３条の４第１項

若しくは第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項、第３５条の３第１項又は第３６

条の規定に該当する場合には、これら

の規定の適用により同法第３１条第１

項に規定する長期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額とし、こ

れらの金額につき第３項第１号の規定

により読み替えて適用される第３４条

の２の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額。以下「課税長期譲渡

所得金額」という。）の１００分の３

に相当する金額に相当する市民税の所

第１７条 当分の間、所得割の納税義務

者が前年中に租税特別措置法第３１条

第１項に規定する譲渡所得を有する場

合には、当該譲渡所得については、第

３３条及び第３４条の３の規定にかか

わらず、他の所得と区分し、前年中の

長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡

所得の金額（同法第３３条の４第１項

若しくは第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項          又は第３６

条の規定に該当する場合には、これら

の規定の適用により同法第３１条第１

項に規定する長期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額とし、こ

れらの金額につき第３項第１号の規定

により読み替えて適用される第３４条

の２の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額。以下「課税長期譲渡

所得金額」という。）の１００分の３

に相当する金額に相当する市民税の所
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得割を課する。 得割を課する。 

２、３ （略） ２、３ （略） 

（優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例） 

第１７条の２ （略） 第１７条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項（前項において準用する場合

を含む。）の場合において、所得割の

納税義務者が、その有する土地等につ

き、租税特別措置法第３３条から第３

３条の４まで、第３４条から第３５条

の３まで、第３６条の２、第３６条の

５、第３７条、第３７条の４から第３

７条の６まで、第３７条の８又は第３

７条の９の規定の適用を受けるとき

は、当該土地等の譲渡は、第１項に規

定する優良住宅地等のための譲渡又は

前項に規定する確定優良住宅地等予定

地のための譲渡に該当しないものとみ

なす。 

３ 第１項（前項において準用する場合

を含む。）の場合において、所得割の

納税義務者が、その有する土地等につ

き、租税特別措置法第３３条から第３

３条の４まで、第３４条から第３５条

の２まで、第３６条の２、第３６条の

５、第３７条、第３７条の４から第３

７条の６まで、第３７条の８又は第３

７条の９の規定の適用を受けるとき

は、当該土地等の譲渡は、第１項に規

定する優良住宅地等のための譲渡又は

前項に規定する確定優良住宅地等予定

地のための譲渡に該当しないものとみ

なす。 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る 

徴収猶予の特例に係る手続等） 

第２３条 第９条第７項の規定は、法附

則第５９条第３項において準用する法

第１５条の２第８項に規定する条例で

定める期間について準用する。 

 

 

  

第２条 西条市税条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（納期限後に納付し又は納入する税金

又は納入金に係る延滞金） 

（納期限後に納付し又は納入する税金

又は納入金に係る延滞金） 
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第１９条 納税者又は特別徴収義務者

は、第４０条、第４６条、第４６条の

２若しくは第４６条の５（第５３条の

７の２において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）、第４７条

の４第１項（第４７条の５第３項にお

いて準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第４８条第１項（法

第３２１条の８第３４項及び第３５項

の申告書に係る部分を除く。）、第５３

条の７、第６７条、第８１条の６第１

項、第８３条第２項、第９８条第１項

若しくは第２項、第１０２条第２項、

第１０５条、第１３９条第１項又は第

１４５条第３項に規定する納期限後に

その税金を納付し、又は納入金を納入

する場合には   、当該税額又は納

入金額にその納期限（納期限の延長が

あったときは、その延長された納期限

とする。以下第１号、第２号及び第５

号において同じ。）の翌日から納付又

は納入の日までの期間の日数に応じ、

年１４．６パーセント（次の各号に掲

げる税額の区分に応じ、第１号から第

４号までに掲げる期間並びに第５号及

び第６号に定める日までの期間につい

ては、年７．３パーセント）の割合を

乗じて計算した金額に相当する延滞金

額を加算して納付書によって納付し、

又は納入書によって納入しなければな

らない。 

第１９条 納税者又は特別徴収義務者

は、第４０条、第４６条、第４６条の

２若しくは第４６条の５（第５３条の

７の２において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）、第４７条

の４第１項（第４７条の５第３項にお

いて準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第４８条第１項（法

第３２１条の８第２２項及び第２３項

の申告書に係る部分を除く。）、第５３

条の７、第６７条、第８１条の６第１

項、第８３条第２項、第９８条第１項

若しくは第２項、第１０２条第２項、

第１０５条、第１３９条第１項又は第

１４５条第３項に規定する納期限後に

その税金を納付し、又は納入金を納入

する場合においては、当該税額又は納

入金額にその納期限（納期限の延長が

あったときは、その延長された納期限

とする。以下第１号、第２号及び第５

号において同じ。）の翌日から納付又

は納入の日までの期間の日数に応じ、

年１４．６パーセント（次の各号に掲

げる税額の区分に応じ、第１号から第

４号までに掲げる期間並びに第５号及

び第６号に定める日までの期間につい

ては、年７．３パーセント）の割合を

乗じて計算した金額に相当する延滞金

額を加算して納付書によって納付し、

又は納入書によって納入しなければな

らない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 
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(4) 法第６０１条第３項若しくは第４

項（これらの規定を法第６０２条第

２項及び第６０３条の２の２第２項

において準用する場合を含む。）、第

６０３条第３項又は第６０３条の２

第５項の規定により 徴収を猶予し

た税額 当該猶予した期間又は当該

猶予した期間の末日の翌日から１月

を経過する日までの期間 

(4) 法第６０１条第３項若しくは第４

項（これらの規定を法第６０２条第

２項及び第６０３条の２の２第２項

において準用する場合を含む。）、第

６０３条第３項又は第６０３条の２

第５項の規定によって徴収を猶予し

た税額 当該猶予した期間又は当該

猶予した期間の末日の翌日から１月

を経過する日までの期間 

(5) 第４８条第１項の申告書（法第３

２１条の８第１項、第２項又は第３

１項    の規定による申告書に

限る。）に係る税額（次号に掲げる

ものを除く。） 当該税額に係る納

期限の翌日から１月を経過する日 

(5) 第４８条第１項の申告書（法第３

２１条の８第１項、第２項、第４項

又は第１９項の規定による申告書に

限る。）に係る税額（次号に掲げる

ものを除く。） 当該税額に係る納

期限の翌日から１月を経過する日 

(6) 第４８条第１項の申告書（法第３

２１条の８第３４項及び第３５項の

申告書を除く。）でその提出期限後

に提出したものに係る税額 当該提

出した日又はその日の翌日から１月

を経過する日 

(6) 第４８条第１項の申告書（法第３

２１条の８第２２項及び第２３項の

申告書を除く。）でその提出期限後

に提出したものに係る税額 当該提

出した日又はその日の翌日から１月

を経過する日 

（年当たりの割合の基礎となる日数） （年当たりの割合の基礎となる日数） 

第２０条 前条、第４３条第２項、第４

８条第５項、第５０条第２項、第５２

条第１項     、第５３条の１２

第２項、第７２条第２項、第９８条第

５項、第１０１条第２項、第１３９条

第２項並びに第１４０条第２項の規定

に定める延滞金の額の計算につきこれ

らの規定に定める年当たりの割合は、

閏年の日を含む期間についても、３６

５日当たりの割合とする。 

第２０条 前条、第４３条第２項、第４

８条第５項、第５０条第２項、第５２

条第１項及び第４項、第５３条の１２

第２項、第７２条第２項、第９８条第

５項、第１０１条第２項、第１３９条

第２項並びに第１４０条第２項の規定

に定める延滞金の額の計算につきこれ

らの規定に定める年当たりの割合は、

閏年の日を含む期間についても、３６

５日当たりの割合とする。 

（市民税の納税義務者等） （市民税の納税義務者等） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 
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３ 法人でない社団又は財団で代表者又

は管理人の定めがあり、かつ、令第４

７条に規定する収益事業（以下この項

及び第３１条第２項の表第１号におい

て「収益事業」という。）を行うもの

（当該社団又は財団で収益事業を廃止

したものを含む。同号       

    において「人格のない社団等

」という。）又は法人課税信託の引受

けを行うものは、法人とみなして、こ

の節（第４８条第９項から第１６項ま

で を除く。）の規定中法人の市民税

に関する規定を適用する。 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又

は管理人の定めがあり、かつ、令第４

７条に規定する収益事業      

                 

            を行うもの

（当該社団又は財団で収益事業を廃止

したものを含む。第３１条第２項の表

の第１号において「人格のない社団等

」という。）又は法人課税信託の引受

けを行うものは、法人とみなして、こ

の節（第４８条第１０項から第１２項

までを除く。）の規定中法人の市民税

に関する規定を適用する。 

（均等割の税率） （均等割の税率） 

第３１条 （略） 第３１条 （略） 

２ 第２３条第１項第３号又は第４号の

者に対して課する均等割の税率は、次

の表の左欄に掲げる法人の区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める額と

する。 

２ 第２３条第１項第３号又は第４号の

者に対して課する均等割の税率は、次

の表の左欄に掲げる法人の区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める額と

する。 

法人の区分 税率 

１ 次に掲げる法人 

ア～エ （略） 

オ 資本金等の額（法第２

９２条第１項第４号の２

に規定する資本金等の額

をいう。以下この表及び

第４項において同じ。）

を有する法人（法人税法

別表第２に規定する独立

行政法人で収益事業を行

わないもの及びエに掲げ

る法人を除く。以下この

表及び第４項において同

じ。）で資本金等の額が

（略） 

法人の区分 税率 

１ 次に掲げる法人 

ア～エ （略） 

オ 資本金等の額（法第２

９２条第１項第４号の５

に規定する資本金等の額

をいう。以下この表及び

第４項において同じ。）

を有する法人（法人税法

別表第２に規定する独立

行政法人で収益事業を行

わないもの及びエに掲げ

る法人を除く。以下この

表及び第４項において同

じ。）で資本金等の額が

（略） 
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１，０００万円以下であ

るもののうち、市内に有

する事務所、事業所又は

寮等の従業者（俸給、給

料若しくは賞与又はこれ

らの性質を有する給与の

支給を受けることとされ

る役員を含む。）の数の

合計数（次号から第９号

までにおいて「従業者数

の合計数」という。）が

５０人以下のもの 

２～９ （略）  
 

１，０００万円以下であ

るもののうち、市内に有

する事務所、事業所又は

寮等の従業者（俸給、給

料若しくは賞与又はこれ

らの性質を有する給与の

支給を受けることとされ

る役員を含む。）の数の

合計数（次号から第９号

までにおいて「従業者数

の合計数」という。）が

５０人以下のもの 

２～９ （略）  
 

３ 前項に定める均等割の額は、当該均

等割の額に、法第３１２条第３項第１

号の法人税額の課税標準の算定期間若

しくは同項第２号の期間又は同項第３

号                

                 

     の期間中において事務所、

事業所又は寮等を有していた月数を乗

じて得た額を１２で除して算定するも

のとする。この場合における月数は、

暦に従って計算し、１月に満たないと

きは１月とし、１月に満たない端数を

生じたときは切り捨てる。 

３ 前項に定める均等割の額は、当該均

等割の額に、法第３１２条第３項第１

号の法人税額の課税標準の算定期間、

同項第２号の連結事業年度開始の日か

ら６月の期間若しくは同項第３号の連

結法人税額の課税標準の算定期間又は

同項第４号の期間中において事務所、

事業所又は寮等を有していた月数を乗

じて得た額を１２で除して算定するも

のとする。この場合における月数は、

暦に従って計算し、１月に満たないと

きは１月とし、１月に満たない端数を

生じたときは切り捨てる。 

４ （略） ４ （略） 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第４８条 市民税を申告納付する義務が

ある法人は、法第３２１条の８第１

項、第２項、第３１項、第３４項及び

第３５項    の規定による申告書

（第９項、第１０項及び第１２項 に

おいて「納税申告書」という。）を、

同条第１項、第２項、第３１項及び第

第４８条 市民税を申告納付する義務が

ある法人は、法第３２１条の８第１

項、第２項、第４項、第１９項、第２

２項及び第２３項の規定による申告書

（第１０項、第１１項及び第１３項に

おいて「納税申告書」という。）を、

同条第１項、第２項、第４項、第１９
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３５項    の申告納付にあっては

それぞれこれらの規定による納期限ま

でに、同条第３４項の申告納付にあっ

ては遅滞なく市長に提出し、及びその

申告に係る税金又は同条第１項後段及

び第２項後段の規定により提出があっ

たものとみなされる申告書に係る税金

を施行規則第２２号の４様式による納

付書により納付しなければならない。 

項及び第２３項の申告納付にあっては

それぞれこれらの規定による納期限ま

でに、同条第２２項の申告納付にあっ

ては遅滞なく市長に提出し、及びその

申告に係る税金又は同条第１項後段及

び第３項  の規定により提出があっ

たものとみなされる申告書に係る税金

を施行規則第２２号の４様式による納

付書により納付しなければならない。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所

若しくは事業所を有する法人（以下こ

の条において「内国法人」という。）

が、租税特別措置法第６６条の７第４

項及び第１０項          

        の規定の適用を受け

る場合には、法第３２１条の８第３６

項及び令第４８条の１２の２に規定す

るところにより、控除すべき額を前項

の規定により申告納付すべき法人税割

額から控除する。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所

若しくは事業所を有する法人（以下こ

の条において「内国法人」という。）

が、租税特別措置法第６６条の７第４

項及び第１０項又は第６８条の９１第

４項及び第１０項の規定の適用を受け

る場合には、法第３２１条の８第２４

項及び令第４８条の１２の２に規定す

るところにより、控除すべき額を前項

の規定により申告納付すべき法人税割

額から控除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６

条の９の３第３項及び第９項    

                 

の規定の適用を受ける場合には、法第

３２１条の８第３７項及び令第４８条

の１２の３に規定するところにより、

控除すべき額を第１項の規定により申

告納付すべき法人税割額から控除す

る。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６

条の９の３第４項及び第１０項又は第

６８条の９３の３第４項及び第１０項

の規定の適用を受ける場合には、法第

３２１条の８第２５項及び令第４８条

の１２の３に規定するところにより、

控除すべき額を第１項の規定により申

告納付すべき法人税割額から控除す

る。 

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法

人税等を課された場合には、法第３２

１条の８第３８項及び令第４８条の１

３に規定するところにより、控除すべ

き額を第１項の規定により申告納付す

べき法人税割額から控除する。 

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法

人税等を課された場合には、法第３２

１条の８第２６項及び令第４８条の１

３に規定するところにより、控除すべ

き額を第１項の規定により申告納付す

べき法人税割額から控除する。 
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５ 法第３２１条の８第３４項に規定す

る申告書（同条第３３項の規定による

申告書を含む。以下この項において同

じ。）に係る税金を納付する場合に

は、当該税金に係る同条第１項、第２

項又は第３１項    の納期限（納

期限の延長があったときは、その延長

された納期限とする。第７項第１号に

おいて同じ。）の翌日から納付の日ま

での期間の日数に応じ、当該税額に年

１４．６パーセント（申告書を提出し

た日（同条第３５項の規定の適用があ

る場合において、当該申告書がその提

出期限前に提出されたときは、当該提

出期限）までの期間又はその期間の末

日の翌日から１月を経過する日までの

期間については、年７．３パーセント

）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金額を加算して施行規則第２

２号の４様式による納付書により納付

しなければならない。 

５ 法第３２１条の８第２２項に規定す

る申告書（同条第２１項の規定による

申告書を含む。以下この項において同

じ。）に係る税金を納付する場合に

は、当該税金に係る同条第１項、第２

項、第４項又は第１９項の納期限（納

期限の延長があったときは、その延長

された納期限とする。第７項第１号に

おいて同じ。）の翌日から納付の日ま

での期間の日数に応じ、当該税額に年

１４．６パーセント（申告書を提出し

た日（同条第２３項の規定の適用があ

る場合において、当該申告書がその提

出期限前に提出されたときは、当該提

出期限）までの期間又はその期間の末

日の翌日から１月を経過する日までの

期間については、年７．３パーセント

）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金額を加算して施行規則第２

２号の４様式による納付書により納付

しなければならない。 

６ 前項の場合において、法人が法第３

２１条の８第１項、第２項又は第３１

項    に規定する申告書を提出し

た日（当該申告書がその提出期限前に

提出された場合には、当該申告書の提

出期限）の翌日から１年を経過する日

後に同条第３４項に規定する申告書を

提出したときは、詐偽その他不正の行

為により市民税を免れた法人が法第３

２１条の１１第１項又は第３項の規定

による更正があるべきことを予知して

当該申告書を提出した場合を除き、当

該１年を経過する日の翌日から当該申

告書を提出した日（法第３２１条の８

６ 前項の場合において、法人が法第３

２１条の８第１項、第２項、第４項又

は第１９項に規定する申告書を提出し

た日（当該申告書がその提出期限前に

提出された場合には、当該申告書の提

出期限）の翌日から１年を経過する日

後に同条第２２項に規定する申告書を

提出したときは、詐偽その他不正の行

為により市民税を免れた法人が法第３

２１条の１１第１項又は第３項の規定

による更正があるべきことを予知して

当該申告書を提出した場合を除き、当

該１年を経過する日の翌日から当該申

告書を提出した日（法第３２１条の８
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第３５項の規定の適用がある場合にお

いて、当該申告書がその提出期限前に

提出されたときは、当該申告書の提出

期限）までの期間は、延滞金の計算の

基礎となる期間から控除する。 

第２３項の規定の適用がある場合にお

いて、当該申告書がその提出期限前に

提出されたときは、当該申告書の提出

期限）までの期間は、延滞金の計算の

基礎となる期間から控除する。 

７ 第５項の場合において、法第３２１

条の８第３４項に規定する申告書（以

下この項において「修正申告書」とい

う。）の提出があったとき（当該修正

申告書に係る市民税について同条第１

項、第２項又は第３１項    に規

定する申告書（以下この項において「

当初申告書」という。）が提出されて

おり、かつ、当該当初申告書の提出に

より納付すべき税額を減少させる更正

（これに類するものを含む。以下この

項において「減額更正」という。）が

あった後に、当該修正申告書が提出さ

れたときに限る。）は、当該修正申告

書の提出により納付すべき税額（当該

当初申告書に係る税額（還付金の額に

相当する税額を含む。）に達するまで

の部分に相当する税額に限る。）につ

いては、前項の規定にかかわらず、次

に掲げる期間（詐偽その他不正の行為

により市民税を免れた法人が法第３２

１条の１１第１項又は第３項の規定に

よる更正があるべきことを予知して提

出した修正申告書に係る市民税又は令

第４８条の１６の２第３項に規定する

市民税にあっては、第１号に掲げる期

間に限る。）を延滞金の計算の基礎と

なる期間から控除する。 

７ 第５項の場合において、法第３２１

条の８第２２項に規定する申告書（以

下この項において「修正申告書」とい

う。）の提出があったとき（当該修正

申告書に係る市民税について同条第１

項、第２項、第４項又は第１９項に規

定する申告書（以下この項において「

当初申告書」という。）が提出されて

おり、かつ、当該当初申告書の提出に

より納付すべき税額を減少させる更正

（これに類するものを含む。以下この

項において「減額更正」という。）が

あった後に、当該修正申告書が提出さ

れたときに限る。）は、当該修正申告

書の提出により納付すべき税額（当該

当初申告書に係る税額（還付金の額に

相当する税額を含む。）に達するまで

の部分に相当する税額に限る。）につ

いては、前項の規定にかかわらず、次

に掲げる期間（詐偽その他不正の行為

により市民税を免れた法人が法第３２

１条の１１第１項又は第３項の規定に

よる更正があるべきことを予知して提

出した修正申告書に係る市民税又は令

第４８条の１６の２第３項に規定する

市民税にあっては、第１号に掲げる期

間に限る。）を延滞金の計算の基礎と

なる期間から控除する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 当該減額更正の通知をした日（当 (2) 当該減額更正の通知をした日（当
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該減額更正が、更正の請求に基づく

もの（法人税に係る更正によるもの

を除く。）である場合又は法人税に

係る更正（法人税に係る更正の請求

に基づくものに限る。）によるもの

である場合には、当該減額更正の通

知をした日の翌日から起算して１年

を経過する日）の翌日から当該修正

申告書を提出した日（法第３２１条

の８第３５項の規定の適用がある場

合において、当該修正申告書がその

提出期限前に提出されたときは、当

該修正申告書の提出期限）までの期

間 

該減額更正が、更正の請求に基づく

もの（法人税に係る更正によるもの

を除く。）である場合又は法人税に

係る更正（法人税に係る更正の請求

に基づくものに限る。）によるもの

である場合には、当該減額更正の通

知をした日の翌日から起算して１年

を経過する日）の翌日から当該修正

申告書を提出した日（法第３２１条

の８第２３項の規定の適用がある場

合において、当該修正申告書がその

提出期限前に提出されたときは、当

該修正申告書の提出期限）までの期

間 

８ （略） ８ （略） 

 ９ 法人税法第８１条の２２第１項の規

定により法人税に係る申告書を提出す

る義務がある法人で同法第８１条の２

４第１項の規定の適用を受けているも

のが、同条第４項の規定の適用を受け

る場合には、当該法人及び当該法人と

の間に連結完全支配関係（同法第２条

第１２号の７の７に規定する連結完全

支配関係をいう。第５０条第３項及び

第５２条第４項において同じ。）があ

る連結子法人（同法第２条第１２号の

７に規定する連結子法人をいう。第５

０条第３項及び第５２条第４項におい

て同じ。）（連結申告法人（同法第２条

第１６号に規定する連結申告法人をい

う。第５２条第４項において同じ。）

に限る。）については、同法第８１条

の２４第４項の規定の適用に係る当該

申告書に係る連結法人税額（法第３２

１条の８第４項に規定する連結法人税
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額をいう。以下この項及び第５２条第

４項において同じ。）の課税標準の算

定期間（当該法人の連結事業年度に該

当する期間に限る。第５２条第４項に

おいて同じ。）に限り、当該連結法人

税額に係る個別帰属法人税額を課税標

準として算定した法人税割額及びこれ

と併せて納付すべき均等割額について

は、当該連結法人税額について法人税

法第８１条の２４第１項の規定の適用

がないものとみなして、第１８条の２

の規定を適用することができる。 

９  法第３２１条の８第５２項に規定

する特定法人である内国法人は、第１

項の規定により、納税申告書により行

うこととされている法人の市民税の申

告については、同項の規定にかかわら

ず、同条第５２項及び施行規則で定め

るところにより、納税申告書に記載す

べきものとされている事項（次項及び

第１１項において「申告書記載事項」

という。）を、法第７６２条第１号に

規定する地方税関係手続用電子情報処

理組織を使用し、かつ、地方税共同機

構（第１１項において「機構」とい

う。）を経由して行う方法により市長

に提供することにより、行わなければ

ならない。 

１０ 法第３２１条の８第４２項に規定

する特定法人である内国法人は、第１

項の規定により、納税申告書により行

うこととされている法人の市民税の申

告については、同項の規定にかかわら

ず、同条第４２項及び施行規則で定め

るところにより、納税申告書に記載す

べきものとされている事項（次項及び

第１２項において「申告書記載事項」

という。）を、法第７６２条第１号に

規定する地方税関係手続用電子情報処

理組織を使用し、かつ、地方税共同機

構（第１２項において「機構」とい

う。）を経由して行う方法により市長

に提供することにより、行わなければ

ならない。 

１０ （略） １１ （略） 

１１ 第９項 の規定により行われた同

項の申告は、申告書記載事項が法第７

６２条第１号の機構の使用に係る電子

計算機（入出力装置を含む。）に備え

られたファイルへの記録がされた時に

同項に規定する市長に到達したものと

１２ 第１０項の規定により行われた同

項の申告は、申告書記載事項が法第７

６２条第１号の機構の使用に係る電子

計算機（入出力装置を含む。）に備え

られたファイルへの記録がされた時に

同項に規定する市長に到達したものと
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みなす。 みなす。 

１２ 第９項 の内国法人が、電気通信

回路の故障、災害その他の理由により

地方税関係手続用電子情報処理組織を

使用することが困難であると認められ

る場合で、かつ、同項の規定を適用し

ないで納税申告書を提出することがで

きると認められる場合において、同項

の規定を適用しないで納税申告書を提

出することについて市長の承認を受け

たときは、当該市長が指定する期間内

に行う同項の申告については、前３項

の規定は、適用しない。法人税法第７

５条の５第２項の申請書を同項に規定

する納税地の所轄税務署長に提出した

第９項 の内国法人が、当該税務署長

の承認を受け、又は当該税務署長の却

下の処分を受けていない旨を記載した

施行規則で定める書類を、納税申告書

の提出期限の前日までに、又は納税申

告書に添付して当該提出期限までに、

市長に提出した場合における当該税務

署長が指定する期間内に行う同項の申

告についても、同様とする。 

１３ 第１０項の内国法人が、電気通信

回路の故障、災害その他の理由により

地方税関係手続用電子情報処理組織を

使用することが困難であると認められ

る場合で、かつ、同項の規定を適用し

ないで納税申告書を提出することがで

きると認められる場合において、同項

の規定を適用しないで納税申告書を提

出することについて市長の承認を受け

たときは、当該市長が指定する期間内

に行う同項の申告については、前３項

の規定は、適用しない。法人税法第７

５条の４第２項の申請書を同項に規定

する納税地の所轄税務署長に提出した

第１０項の内国法人が、当該税務署長

の承認を受け、又は当該税務署長の却

下の処分を受けていない旨を記載した

施行規則で定める書類を、納税申告書

の提出期限の前日までに、又は納税申

告書に添付して当該提出期限までに、

市長に提出した場合における当該税務

署長が指定する期間内に行う同項の申

告についても、同様とする。 

１３ （略） １４ （略） 

１４ 第１２項の規定の適用を受けてい

る内国法人は、第９項 の申告につき

第１２項の規定の適用を受けることを

やめようとするときは、その旨その他

施行規則で定める事項を記載した届出

書を市長に提出しなければならない。 

１５ 第１３項の規定の適用を受けてい

る内国法人は、第１０項の申告につき

第１３項の規定の適用を受けることを

やめようとするときは、その旨その他

施行規則で定める事項を記載した届出

書を市長に提出しなければならない。 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受け

ている内国法人につき、法第３２１条

の８第６１項の処分又は前項の届出書

の提出があったときは、これらの処分

１６ 第１３項前段の規定の適用を受け

ている内国法人につき、法第３２１条

の８第５１項の処分又は前項の届出書

の提出があったときは、これらの処分
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又は届出書の提出があった日の翌日以

後の第１２項前段の期間内に行う第９

項 の申告については、第１２項前段

の規定は適用しない。ただし、当該内

国法人が、同日以後新たに同項前段の

承認を受けたときは、この限りでな

い。 

又は届出書の提出があった日の翌日以

後の第１３項前段の期間内に行う第１

０項の申告については、第１３項前段

の規定は適用しない。ただし、当該内

国法人が、同日以後新たに同項前段の

承認を受けたときは、この限りでな

い。 

１６ 第１２項後段の規定の適用を受け

ている内国法人につき、第１４項の届

出書の提出又は法人税法第７５条の５

第３項若しくは第６項       

                 

      の処分があったときは、

これらの届出書の提出又は処分があっ

た日の翌日以後の第１２項後段の期間

内に行う第９項 の申告については、

第１２項後段の規定は適用しない。た

だし、当該内国法人が、同日以後新た

に同項後段の書類を提出したときは、

この限りでない。 

１７ 第１３項後段の規定の適用を受け

ている内国法人につき、第１５項の届

出書の提出又は法人税法第７５条の４

第３項若しくは第６項（同法第８１条

の２４の３第２項において準用する場

合を含む。）の処分があったときは、

これらの届出書の提出又は処分があっ

た日の翌日以後の第１３項後段の期間

内に行う第１０項の申告については、

第１３項後段の規定は適用しない。た

だし、当該内国法人が、同日以後新た

に同項後段の書類を提出したときは、

この限りでない。 

（法人の市民税に係る不足税額の納付

の手続） 

（法人の市民税に係る不足税額の納付

の手続） 

第５０条 （略） 第５０条 （略） 

２ 前項の場合においては、その不足税

額に法第３２１条の８第１項、第２項

又は第３１項     の納期限（同

条第３５項の申告納付に係る法人税割

に係る不足税額がある場合には、同条

第１項又は第２項   の納期限と

し、納期限の延長があった場合には、

その延長された納期限とする。第４項

第１号において同じ。）の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、年１

４．６パーセント（前項の納期限まで

の期間又は当該納期限の翌日から１月

２ 前項の場合においては、その不足税

額に法第３２１条の８第１項、第２項

 、第４項又は第１９項の納期限（同

条第２３項の申告納付に係る法人税割

に係る不足税額がある場合には、同条

第１項、第２項又は第４項の納期限と

し、納期限の延長があった場合には、

その延長された納期限とする。第４項

第１号において同じ。）の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、年１

４．６パーセント（前項の納期限まで

の期間又は当該納期限の翌日から１月
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を経過する日までの期間については、

年７．３パーセント）の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金額を加

算して納付しなければならない。 

を経過する日までの期間については、

年７．３パーセント）の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金額を加

算して納付しなければならない。 

３ 前項の場合において、法第３２１条

の１１第１項又は第３項の規定による

更正の通知をした日が、法第３２１条

の８第１項、第２項又は第３１項  

  に規定する申告書を提出した日（

当該申告書がその提出期限前に提出さ

れた場合には、当該申告書の提出期限

）の翌日から１年を経過する日後であ

るときは、詐偽その他不正の行為によ

り市民税を免れた場合を除き、当該１

年を経過する日の翌日から当該通知を

した日（法人税に係る修正申告書を提

出し、又は法人税に係る更正若しくは

決定がされたこと         

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

    による更正に係るものにあっ

ては、当該修正申告書を提出した日又

は国の税務官署が更正若しくは決定の

通知をした日）までの期間は、延滞金

の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

３ 前項の場合において、法第３２１条

の１１第１項又は第３項の規定による

更正の通知をした日が、法第３２１条

の８第１項、第２項、第４項又は第１

９項に規定する申告書を提出した日（

当該申告書がその提出期限前に提出さ

れた場合には、当該申告書の提出期限

）の翌日から１年を経過する日後であ

るときは、詐偽その他不正の行為によ

り市民税を免れた場合を除き、当該１

年を経過する日の翌日から当該通知を

した日（法人税に係る修正申告書を提

出し、又は法人税に係る更正若しくは

決定がされたこと（同条第２項又は第

４項に規定する申告書を提出すべき法

人が連結子法人の場合には、当該連結

子法人との間に連結完全支配関係があ

る連結親法人（法人税法第２条第１２

号の６の７に規定する連結親法人をい

う。以下この項において同じ。）若し

くは連結完全支配関係があった連結親

法人が法人税に係る修正申告書を提出

し、又は法人税に係る更正若しくは決

定を受けたこと。次項第２号において

同じ。）による更正に係るものにあっ

ては、当該修正申告書を提出した日又

は国の税務官署が更正若しくは決定の

通知をした日）までの期間は、延滞金

の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

４ 第２項の場合において、納付すべき ４ 第２項の場合において、納付すべき
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税額を増加させる更正（これに類する

ものを含む。以下この項において「増

額更正」という。）があったとき（当

該増額更正に係る市民税について法第

３２１条の８第１項、第２項又は第３

１項    に規定する申告書（以下

この項において「当初申告書」とい

う。）が提出されており、かつ、当該

当初申告書の提出により納付すべき税

額を減少させる更正（これに類するも

のを含む。以下この項において「減額

更正」という。）があった後に、当該

増額更正があったときに限る。）は、

当該増額更正により納付すべき税額（

当該当初申告書に係る税額（還付金の

額に相当する税額を含む。）に達する

までの部分に相当する税額に限る。）

については、前項の規定にかかわら

ず、次に掲げる期間（詐偽その他不正

の行為により市民税を免れた法人につ

いてされた当該増額更正により納付す

べき市民税又は令第４８条の１５の５

第４項に規定する市民税にあっては、

第１号に掲げる期間に限る。）を延滞

金の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

税額を増加させる更正（これに類する

ものを含む。以下この項において「増

額更正」という。）があったとき（当

該増額更正に係る市民税について法第

３２１条の８第１項、第２項、第４項

又は第１９項に規定する申告書（以下

この項において「当初申告書」とい

う。）が提出されており、かつ、当該

当初申告書の提出により納付すべき税

額を減少させる更正（これに類するも

のを含む。以下この項において「減額

更正」という。）があった後に、当該

増額更正があったときに限る。）は、

当該増額更正により納付すべき税額（

当該当初申告書に係る税額（還付金の

額に相当する税額を含む。）に達する

までの部分に相当する税額に限る。）

については、前項の規定にかかわら

ず、次に掲げる期間（詐偽その他不正

の行為により市民税を免れた法人につ

いてされた当該増額更正により納付す

べき市民税又は令第４８条の１５の５

第４項に規定する市民税にあっては、

第１号に掲げる期間に限る。）を延滞

金の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

(1)、(2) （略） (1)、(2) （略） 

（法人の市民税に係る納期限の延長の

場合の延滞金） 

（法人の市民税に係る納期限の延長の

場合の延滞金） 

第５２条 （略） 第５２条 （略） 

２、３ （略） ２、３ （略） 

 ４ 法人税法第８１条の２２第１項の規

定により法人税に係る申告書を提出す

る義務がある法人で同法第８１条の２

４第１項の規定の適用を受けているも
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の及び当該法人との間に連結完全支配

関係がある連結子法人（連結申告法人

に限る。）は、当該申告書に係る連結

法人税額の課税標準の算定期間でその

適用に係るものの連結所得（同法第２

条第１８号の４に規定する連結所得を

いう。）に対する連結法人税額に係る

個別帰属法人税額を課税標準として算

定した法人税割額及びこれと併せて納

付すべき均等割額を納付する場合に

は、当該税額に、当該連結法人税額の

課税標準の算定期間の末日の翌日以後

２月を経過した日から同項の規定によ

り延長された当該申告書の提出期限ま

での期間の日数に応じ、年７．３パー

セントの割合を乗じて計算した金額に

相当する延滞金額を加算して納付しな

ければならない。 

 ５ 第４８条第７項の規定は、前項の延

滞金額について準用する。この場合に

おいて、同条第７項中「前項の規定に

かかわらず、次に掲げる期間（詐偽そ

の他不正の行為により市民税を免れた

法人が法第３２１条の１１第１項又は

第３項の規定による更正があるべきこ

とを予知して提出した修正申告書に係

る市民税又は令第４８条の１６の２第

３項に規定する市民税にあっては、第

１号に掲げる期間に限る。）」とあるの

は、「当該当初申告書の提出により納

付すべき税額の納付があった日（その

日が第５２条第４項の連結法人税額の

課税標準の算定期間の末日の翌日以後

２月を経過した日より前である場合に

は、同日）から第５２条第４項の申告
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書の提出期限までの期間」と読み替え

るものとする。 

 ６ 第５０条第４項の規定は、第４項の

延滞金額について準用する。この場合

において、同条第４項中「前項の規定

にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽

その他不正の行為により市民税を免れ

た法人についてされた当該増額更正に

より納付すべき市民税又は令第４８条

の１５の５第４項に規定する市民税に

あっては、第１号に掲げる期間に限

る。）」とあるのは、「当該当初申告書

の提出により納付すべき税額の納付が

あった日（その日が第５２条第４項の

連結法人税額の課税標準の算定期間の

末日の翌日以後２月を経過した日より

前である場合には、同日）から同条第

４項の申告書の提出期限までの期間」

と読み替えるものとする。 

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準） 

第９４条 （略） 第９４条 （略） 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを

除く。）の本数は、紙巻たばこの本数

によるものとし、次の表の左欄に掲げ

る製造たばこの本数の算定について

は、同欄の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める重量をもって紙巻たば

この１本に換算するものとする。ただ

し、１本当たりの重量が１グラム  

未満の葉巻たばこの本数の算定につい

ては、当該葉巻たばこの１本をもって

紙巻たばこの１本  に換算するもの

とする。 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを

除く。）の本数は、紙巻たばこの本数

によるものとし、次の表の左欄に掲げ

る製造たばこの本数の算定について

は、同欄の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める重量をもって紙巻たば

この１本に換算するものとする。ただ

し、１本当たりの重量が０．７グラム

未満の葉巻たばこの本数の算定につい

ては、当該葉巻たばこの１本をもって

紙巻たばこの０．７本に換算するもの

とする。 

（略） 
 

（略） 
 

３～１０ （略） ３～１０ （略） 
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附 則 附 則 

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例） 

第３条の２ （略） 第３条の２ （略） 

２ 当分の間、第５２条第１項    

 に規定する延滞金の年７．３パーセ

ントの割合は、これらの規定にかかわ

らず、各年の平均貸付割合に年０．５

パーセントの割合を加算した割合が年

７．３パーセントの割合に満たない場

合には、その年中においては、その年

における当該加算した割合とする。 

２ 当分の間、第５２条第１項及び第４

項に規定する延滞金の年７．３パーセ

ントの割合は、これらの規定にかかわ

らず、各年の平均貸付割合に年０．５

パーセントの割合を加算した割合が年

７．３パーセントの割合に満たない場

合には、その年中においては、その年

における当該加算した割合とする。 

（読替規定） （読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条

の３の２まで、第６３条又は第６４条

の規定の適用がある各年度分の固定資

産税に限り、第６１条第８項中「又は

第３４９条の３の４から第３４９条の

５まで」とあるのは、「若しくは第３

４９条の３の４から第３４９条の５ま

で又は附則第１５条から第１５条の３

の２まで、第６３条若しくは第６４条

」とする。 

第１０条 法附則第１５条から第１５条

の３の２まで、第６１条又は第６２条

の規定の適用がある各年度分の固定資

産税に限り、第６１条第８項中「又は

第３４９条の３の４から第３４９条の

５まで」とあるのは、「若しくは第３

４９条の３の４から第３４９条の５ま

で又は附則第１５条から第１５条の３

の２まで、第６１条若しくは第６２条

」とする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条

例で定める割合） 

第１０条の２ （略） 

２～２６ （略） 

２７ 法附則第６４条に規定する市町村

の条例で定める割合は零とする。 

第２３条 （略） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る

寄附金税額控除の特例） 

第２４条 所得割の納税義務者が、前年

中に新型コロナウイルス感染症等の影

響に対応するための国税関係法律の臨

時特例に関する法律（令和２年法律第 

（法附則第１５条第２項第１号等の条

例で定める割合） 

第１０条の２ （略） 

２～２６ （略） 

２７ 法附則第６２条に規定する市町村

の条例で定める割合は零とする。 

第２３条 （略） 
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２５号。次条において「新型コロナウ

イルス感染症特例法」という。）第５

条第４項に規定する指定行事のうち、

市長が指定するものの中止若しくは延

期又はその規模の縮小により生じた当

該指定行事の入場料金、参加料金その

他の対価の払戻しを請求する権利の全

部又は一部の放棄を同条第１項に規定

する指定期間内にした場合には、当該

納税義務者がその放棄をした日の属す

る年中に法附則第６０条第４項に規定

する市町村放棄払戻請求権相当額の法

第３１４条の７第１項第３号に掲げる

寄附金を支出したものとみなして、第

３４条の７の規定を適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る

住宅借入金等特別税額控除の特例） 

第２５条 所得割の納税義務者が前年分

の所得税につき新型コロナウイルス感

染症特例法第６条第４項の規定の適用

を受けた場合における附則第７条の３

の２第１項の規定の適用については、

同項中「令和１５年度」とあるのは、

「令和１６年度」とする。 
  

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中西条市税条例第９４条第２項にただし書を加える改正規定及び同条

第４項の改正規定並びに附則第６条の規定 令和２年１０月１日 

(2) 第１条中西条市税条例第２４条第１項第２号、第３４条の２及び第３６条の

２第１項ただし書の改正規定並びに同条例附則第３条の２、第４条第１項、第

１７条第１項及び第１７条の２第３項の改正規定並びに第２条中同条例附則第

１０条、第１０条の２第２７項、第２４条及び第２５条の改正規定並びに次条

及び附則第３条の規定 令和３年１月１日 
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(3) 第２条中西条市税条例第９４条第２項ただし書の改正規定及び附則第７条の

規定 令和３年１０月１日 

(4) 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和４年４

月１日 

（延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の西条市税条例（以下「新条例」という。）附則

第３条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する

延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の

例による。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第２４条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第３４条の２及び第３

６条の２第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第１

項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「

地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和２

年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号。以下「旧法」という。）第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３

１４条の２第３項の規定に該当するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１

２号に規定する寡夫である第２３条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）

」とする。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の西条市税条例の規定中法人の

市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「４

号施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律

（令和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規

定に限る。）による改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以下この条にお

いて「４年旧法人税法」という。）第２条第１２号の７に規定する連結子法人（次

項において「連結子法人」という。）の連結親法人事業年度（４年旧法人税法第１

５条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。）が４

号施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の市民税について適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行

日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始した

連結事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業年度をい

う。以下この項において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日

前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人の市民税については、なお従前の例

による。 
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（固定資産税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定

資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第５４条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について

適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第５４条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について

適用する。 

４ 新条例第７４条の３の規定は、この条例の施行の日以後に、同条に規定する現所

有者であることを知った者について適用する。 

５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された旧法附則第１

５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお

従前の例による。 

６ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附

則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する

固定資産税については、なお従前の例による。 

７ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附

則第１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税につ

いては、なお従前の例による。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであっ

た葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第７条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであっ

た葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 
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提案理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）等が公布されたことに

伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第５０号 

 

西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井  敏 久 
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西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  
西条市国民健康保険税条例（平成１６年西条市条例第５３号）の一部を次のよう

に改正する。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 
  

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主

（前条第２項の世帯主を除く。）及び

その世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額及び資産

割額並びに被保険者均等割額及び世帯

別平等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が６３万円を超える場合に

おいては、基礎課税額は、６３万円と

する。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主

（前条第２項の世帯主を除く。）及び

その世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額及び資産

割額並びに被保険者均等割額及び世帯

別平等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が６１万円を超える場合に

おいては、基礎課税額は、６１万円と

する。 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額

は、介護納付金課税被保険者である世

帯主(前条第２項の世帯主を除く。)及

びその世帯に属する介護納付金課税被

保険者につき算定した所得割額及び資

産割額並びに被保険者均等割額及び世

帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が１７万円を超える場

合においては、介護納付金課税額は、

１７万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額

は、介護納付金課税被保険者である世

帯主(前条第２項の世帯主を除く。)及

びその世帯に属する介護納付金課税被

保険者につき算定した所得割額及び資

産割額並びに被保険者均等割額及び世

帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が１６万円を超える場

合においては、介護納付金課税額は、

１６万円とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる

国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第２条

第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる

国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第２条

第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減
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額して得た額が６３万円を超える場合

には、６３万円）、同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及び

エに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が１９万円を超える場

合には、１９万円）並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１７万円を超える場合

には、１７万円）の合算額とする。 

額して得た額が６１万円を超える場合

には、６１万円）、同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及び

エに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が１９万円を超える場

合には、１９万円）並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１６万円を超える場合

には、１６万円）の合算額とする。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 法第７０３条の５に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額

が、３３万円に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき２８万５，

０００円を加算した金額を超えない

世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

(2) 法第７０３条の５に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額

が、３３万円に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき２８万円 

    を加算した金額を超えない

世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

(3) 法第７０３条の５に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額

が、３３万円に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき５２万円を

加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

(3) 法第７０３条の５に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額

が、３３万円に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき５１万円を

加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

ア～カ (略) ア～カ (略) 

（国民健康保険税の減免） （国民健康保険税の減免） 

第２５条 （略） 第２５条 （略） 

２ 前項の規定によって、国民健康保険

税の減免を受けようとする者は、納期

限前５日までに、次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする

理由を証明する書類を添付して市長に

提出しなければならない。ただし、市

２ 前項の規定によって、国民健康保険

税の減免を受けようとする者は、納期

限前５日までに、次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする

理由を証明する書類を添付して市長に

提出しなければならない。 
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長は、広範囲にわたる災害その他のや

むを得ない理由により申請期限までに

申請することができないと認めるとき

は、当該申請期限の到来のいかんにか

かわらず、別に申請期限を定めること

ができる。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

３ （略） ３ （略） 

附 則 附 則 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が法附則第３４条第４項の譲

渡所得を有する場合における第３条、

第６条、第８条及び第２３条の規定の

適用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３４条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額（租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）第３３条

の４第１項若しくは第２項、第３４条

第１項、第３４条の２第１項、第３４

条の３第１項、第３５条第１項、第３

５条の２第１項、第３５条の３第１項

又は第３６条の規定に該当する場合に

は、これらの規定の適用により同法第

３１条第１項に規定する長期譲渡所得

の金額から控除する金額を控除した金

額。以下この項において「控除後の長

期譲渡所得の金額」という。）の合計

額から法第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに控除

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が法附則第３４条第４項の譲

渡所得を有する場合における第３条、

第６条、第８条及び第２３条の規定の

適用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３４条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額（租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）第３３条

の４第１項若しくは第２項、第３４条

第１項、第３４条の２第１項、第３４

条の３第１項、第３５条第１項、第３

５条の２第１項          

又は第３６条の規定に該当する場合に

は、これらの規定の適用により同法第

３１条第１項に規定する長期譲渡所得

の金額から控除する金額を控除した金

額。以下この項において「控除後の長

期譲渡所得の金額」という。）の合計

額から法第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに控除
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後の長期譲渡所得の金額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金額

」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第３４条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額」と、第２３条中

「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３４条

第４項に規定する長期譲渡所得の金額

」とする。 

後の長期譲渡所得の金額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金額

」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第３４条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額」と、第２３条中

「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３４条

第４項に規定する長期譲渡所得の金額

」とする。 

（短期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

（短期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

１０ 前項の規定は、世帯主又はその世

帯に属する国民健康保険の被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第

３５条第５項の譲渡所得を有する場合

について準用する。この場合におい

て、前項中「法附則第３４条第４項」

とあるのは「法附則第３５条第５項」

と、「長期譲渡所得の金額」とあるの

は「短期譲渡所得の金額」と、「、第

３５条の２第１項、第３５条の３第１

項又は第３６条」とあるのは、「又は

第３６条」と、「第３１条第１項」と

あるのは「第３２条第１項」と読み替

えるものとする。 

１０ 前項の規定は、世帯主又はその世

帯に属する国民健康保険の被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第

３５条第５項の譲渡所得を有する場合

について準用する。この場合におい

て、前項中「法附則第３４条第４項」

とあるのは「法附則第３５条第５項」

と、「長期譲渡所得の金額」とあるの

は「短期譲渡所得の金額」と、「、第

３５条の２第１項         

 又は第３６条」とあるのは、「又は

第３６条」と、「第３１条第１項」と

あるのは「第３２条第１項」と読み替

えるものとする。 
  

附 則  
（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第９項及び第１０項の改正規

定は、令和３年１月１日から施行する。  
（適用区分）  

２ この条例（第２５条第２項にただし書を加える改正規定を除く。）による改正後

の西条市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の年度分の国民健康保険

税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の

例による。  
３ この条例（第２５条第２項にただし書を加える改正規定に限る。）による改正後
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の西条市国民健康保険税条例の規定は、令和２年２月１日から適用する。  
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提案理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）及び地方税法施行令の

一部を改正する政令（令和２年政令第１０９号）が施行されたことに伴い、並びに

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対し、遡って

国民健康保険税の減免を行うことを目的として、所要の条例改正を行おうとするも

のである。 
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議案第５１号 

 

西条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

 

西条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように定める。 

 

令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

西条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年西条市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（職員） （職員） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のい

ずれかに該当する者であって、都道府

県知事又は地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２５２条の１９第１項

の指定都市若しくは同法第２５２条の

２２第１項の中核市の長が行う研修を

修了したものでなければならない。 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のい

ずれかに該当する者であって、都道府

県知事又は地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２５２条の１９第１項

の指定都市            

         の長が行う研修を

修了したものでなければならない。 

(1)～(10) （略） (1)～(10) （略） 

４、５ （略） ４、５ （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由  
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（令

和２年厚生労働省令第２１号）が施行されたことに伴い、所要の条例改正を行おうと

するものである。 
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議案第５２号 

 

西条市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

 

西条市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例  
西条市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年西条市条例第２号）の一部を次

のように改正する。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（西条市において行う事務） （西条市において行う事務） 

第２条 西条市は、保険料の徴収並びに

高齢者の医療の確保に関する法律施行

令（平成１９年政令第３１８号）第２

条並びに高齢者の医療の確保に関する

法律施行規則（平成１９年厚生労働省

令第１２９号）第６条及び第７条に規

定する事務のほか、次に掲げる事務を

行うものとする。 

第２条 西条市は、保険料の徴収並びに

高齢者の医療の確保に関する法律施行

令（平成１９年政令第３１８号）第２

条並びに高齢者の医療の確保に関する

法律施行規則（平成１９年厚生労働省

令第１２９号）第６条及び第７条に規

定する事務のほか、次に掲げる事務を

行うものとする。 

(1)～(7) (略) (1)～(7) (略) 

(8) 広域連合条例附則第５条第１項の

傷病手当金の支給に係る申請書の提

出の受付 

 

(9) (略) (8) (略) 

附 則  
この条例は、公布の日から施行する。  
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提案理由  
愛媛県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例（令和２年愛媛県後期高齢者医療広域連合条例第３号）が施行されたことに伴い、

所要の条例改正を行おうとするものである。  
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議案第５３号 

 

西条市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

西条市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

西条市国民健康保険条例（平成１６年西条市条例第１３６号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 
  

附 則 附 則 

３ （略） ３ （略） 

（新型コロナウイルス感染症に感染し

た被保険者等に係る傷病手当金） 

 

４ 給与等（所得税法（昭和４０年法律

第３３号）第２８条第１項に規定する

給与等をいい、賞与（健康保険法第３

条第６項に規定する賞与をいう。）を

除く。以下同じ。）の支払を受けてい

る被保険者が療養のため労務に服する

ことができないとき（新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法（平成２４年法

律第３１号）附則第１条の２に規定す

る新型コロナウイルス感染症に感染し

たとき又は発熱等の症状があり当該感

染症の感染が疑われるときに限る。）

は、その労務に服することができなく

なった日から起算して３日を経過した

日から労務に服することができない期

間のうち労務に就くことを予定してい

た日について、傷病手当金を支給す

る。 

 

５ 傷病手当金の額は、１日につき、傷

病手当金の支給を始める日の属する月

以前の直近の継続した３月間の給与等

の収入の額の合計額を就労日数で除し

た金額（その額に、５円未満の端数が

あるときは、これを切り捨て、５円以
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上１０円未満の端数があるときは、こ

れを１０円に切り上げるものとする。

）の３分の２に相当する金額（その金

額に、５０銭未満の端数があるとき

は、これを切り捨て、５０銭以上１円

未満の端数があるときは、これを１円

に切り上げるものとする。）とする。

ただし、健康保険法第４０条第１項に

規定する標準報酬月額等級の最高等級

の標準報酬月額の３０分の１に相当す

る金額の３分の２に相当する金額を超

えるときは、その金額とする。 

６ 傷病手当金の支給期間は、その支給

を始めた日から起算して１年６月を超

えないものとする。 

 

（新型コロナウイルス感染症に感染し

た被保険者等に係る傷病手当金と給与

等との調整） 

 

７ 新型コロナウイルス感染症に感染し

た場合又は発熱等の症状があり当該感

染症の感染が疑われる場合において給

与等の全部又は一部を受けることがで

きる者に対しては、これを受けること

ができる期間は、傷病手当金を支給し

ない。ただし、その受けることができ

る給与等の額が、附則第５項の規定に

より算定される額より少ないときは、

その差額を支給する。 

 

８ 前項に規定する者が、新型コロナウ

イルス感染症に感染した場合におい

て、その受けることができるはずであ

った給与等の全部又は一部につき、そ

の全額を受けることができなかったと

きは傷病手当金の全額、その一部を受

けることができなかった場合において
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その受けた額が傷病手当金の額より少

ないときはその額と傷病手当金との差

額を支給する。ただし、同項ただし書

の規定により傷病手当金の一部を受け

たときは、その額を支給額から控除す

る。 

９ 前項の規定により市が支給した金額

は、当該被保険者を使用する事業所の

事業主から徴収する。 

 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の西条市国民健康保険条例附則第４項

から第９項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則

で定める日までの間に属する場合に適用することとする。 
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提案理由 

西条市国民健康保険被保険者の被用者が新型コロナウイルス感染症に感染した場

合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に傷病手当金を支給するため、

所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

関係法令 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

第２節 その他の給付 

第５８条 （略） 

２ 市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、

傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。 
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議案第５４号 

 

西条市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

西条市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井  敏 久 
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西条市介護保険条例の一部を改正する条例  
西条市介護保険条例（平成１６年西条市条例第１３７号）の一部を次のように改

正する。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（保険料率） （保険料率） 

第４条 令和２年度         

  における保険料率は、次の各号に

掲げる法第９条第１号に規定する者（

以下「第１号被保険者」という。）の

区分に応じそれぞれ当該各号に定める

額とする。 

第４条 令和元年度及び令和２年度の各

年度における保険料率は、次の各号に

掲げる法第９条第１号に規定する者（

以下「第１号被保険者」という。）の

区分に応じそれぞれ当該各号に定める

額とする。 

(1)～（9） （略） (1)～（9） （略） 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者

についての保険料の減額賦課に係る令

和２年度       における保険

料率は、同号の規定にかかわらず、２

２，１００円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者

についての保険料の減額賦課に係る令

和元年度及び令和２年度における保険

料率は、同号の規定にかかわらず、２

７，６００円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げ

る第１号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和２年度     

      における保険料率につい

て準用する。この場合において、前項

中「２２，１００円」とあるのは、「

３６，８００円」と読み替えるものと

する。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げ

る第１号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和元年度及び令和２

年度の各年度における保険料率につい

て準用する。この場合において、前項

中「２７，６００円」とあるのは、「

４６，０００円」と読み替えるものと

する。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲

げる第１号被保険者についての保険料

の減額賦課に係る令和２年度    

       における保険料率につ

いて準用する。この場合において、第

２項中「２２，１００円」とあるの

は、「５１，５００円」と読み替える 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲

げる第１号被保険者についての保険料

の減額賦課に係る令和元年度及び令和

２年度の各年度における保険料率につ

いて準用する。この場合において、第

２項中「２７，６００円」とあるの

は、「５３，４００円」と読み替える 
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ものとする。 ものとする。 

 （保険料の減免）  （保険料の減免） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 前項の規定により保険料の減免を受

けようとする者は、普通徴収の方法に

より保険料を徴収されている者につい

ては納期限前５日までに、特別徴収の

方法により保険料を徴収されている者

については特別徴収対象年金給付の支

払に係る月の前々月の１５日までに、

次に掲げる事項を記載した申請書に減

免を受けようとする理由を証明する書

類を添付して、市長に提出しなければ

ならない。ただし、市長は、広範囲に

わたる災害その他のやむを得ない理由

により申請期限までに申請することが

できないと認めるときは、当該申請期

限の到来のいかんにかかわらず、別に

申請期限を定めることができる。 

２ 前項の規定により保険料の減免を受

けようとする者は、普通徴収の方法に

より保険料を徴収されている者につい

ては納期限前５日までに、特別徴収の

方法により保険料を徴収されている者

については特別徴収対象年金給付の支

払に係る月の前々月の１５日までに、

次に掲げる事項を記載した申請書に減

免を受けようとする理由を証明する書

類を添付して、市長に提出しなければ

ならない。 

附 則  
（施行期日等）  

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の西条市介護保険条例第１１条第２項

ただし書の規定は、令和２年２月１日から適用する。  
（経過措置）  

２ この条例による改正後の西条市介護保険条例第４条の規定は、令和２年度分の

保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例

による。 
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提案理由 

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正

する政令（令和２年政令第９８号）が施行されたことに伴い、及び新型コロナウイル

ス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対し、遡って保険料の減免を行うこ

とを目的として、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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報告第３号 

 

   令和元年度西条市継続費繰越計算書について 

 

 令和元年度西条市継続費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により、報告する。 

 

  令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   

 



令和元年度　西条市継続費繰越計算書

  （公共下水道事業特別会計）

円 円 円 円

1 2 建設費 2
東丹処理区
建設費

三津屋雨水ポンプ場整
備事業

946,100,000 385,416,000 0 385,416,000

946,100,000 385,416,000 0 385,416,000合　　　　　　　　　　　　　　　計

番号 款
予算計上額

項 事 業 名 継続費の総額

令和元年度継続費予算現額

前年度
逓次繰越額

計
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国県支出金 市 債 そ の 他
円 円 円 円 円 円 円

125,900,000 259,516,000 259,516,000 13,058,000 129,758,000 116,700,000 0

125,900,000 259,516,000 259,516,000 13,058,000 129,758,000 116,700,000 0

左 の 財 源 内 訳

繰越金
特定財源 説　　　明

支出済額及び
支出見込額

残額
翌年度逓次
繰　越　額

(翌年度繰越額)
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関係法令 

 地方自治法施行令 

（継続費） 

第１４５条 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その

年度内に支出を終わらなかつたものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次

繰り越して使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長

は、翌年度の５月３１日までに継続費繰越計算書を調製し、次の会議においてこ

れを議会に報告しなければならない。 

２、３ （略） 
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報告第４号 

 

   令和元年度西条市繰越明許費繰越計算書について 

 

 令和元年度西条市繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、報告する。 

 

  令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   

 



令和元年度　西条市繰越明許費繰越計算書

  （一般会計）

円 円

1 6 農林水産業費 1 農業費
団体営震災対策農業水利施設
整備事業

14,700,000 14,700,000

2 3 水産業費
漁港施設ストックマネジメン
ト事業

74,230,000 74,230,000

3 8 土木費 2 道路橋りょう費 楠浜北条線道路改良事業 213,226,000 210,956,000

4 下田明理川線道路改良事業 73,164,000 63,778,000

5 北条新田高松線道路改良事業 47,543,000 44,291,000

6 橋りょう耐震化事業 50,576,000 50,443,000

7 5 都市計画費 喜多川朔日市線改良事業 234,035,000 175,587,000

8 東部公園整備事業 142,852,000 115,477,000

9 6 住宅費 （仮称）新泉町団地整備事業 34,935,000 3,311,000

10 9 消防費 1 消防費 楠河分団統合整備事業 5,000,000 5,000,000

11 10 教育費 2 小学校費
小学校ＧＩＧＡスクール整備
事業

390,861,000 244,344,000

12 3 中学校費
中学校ＧＩＧＡスクール整備
事業

171,569,000 94,846,000

13 11 災害復旧費 1
農林水産業施設
災害復旧費

農地農業用施設災害復旧事業
（平成30年台風24号災）

25,092,000 25,092,000

14
林業施設災害復旧事業
（平成30年7月豪雨）

10,000,000 10,000,000

1,487,783,000 1,132,055,000

項 事 業 名 金　額
翌年度
繰越額

合　　　　　　　　　　　　　　　計

番号 款
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国 県 支 出金 市 債 そ の 他
円 円 円 円 円

0 14,700,000 0 0 0 補助事業の交付決定が遅れたため。

0 37,115,000 33,400,000 0 3,715,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 100,472,000 104,900,000 0 5,584,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 31,505,000 29,900,000 0 2,373,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 17,131,000 25,700,000 0 1,460,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 25,867,000 19,000,000 0 5,576,000
関連工事との日程調整に不測の日数
を要したため。

0 48,235,000 118,400,000 0 8,952,000
用地交渉において不測の日数を要し
たため。

0 57,482,000 55,000,000 0 2,995,000
関連工事との日程調整に不測の日数
を要したため。

0 1,629,000 0 0 1,682,000
入居者の移転に不測の日数を要した
ため。

0 0 4,700,000 0 300,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 123,393,000 120,900,000 0 51,000 補助事業の交付決定が遅れたため。

0 47,897,000 46,900,000 0 49,000 補助事業の交付決定が遅れたため。

0 23,825,000 0 1,175,000 92,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 6,500,000 2,800,000 0 700,000
関連工事との日程調整に不測の日数
を要したため。

0 535,751,000 561,600,000 1,175,000 33,529,000

左 の 財 源 内 訳

説　　　明既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源
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令和元年度　西条市繰越明許費繰越計算書

  （公共下水道事業特別会計）

円 円

1 2 建設費 1
西条処理区建設
費

管渠整備事業 51,225,000 37,199,000

2 終末処理場改築事業 61,000,000 61,000,000

3 2
東丹処理区建設
費

管渠整備事業 11,055,000 11,055,000

123,280,000 109,254,000

項 事 業 名 金　額
翌年度
繰越額

合　　　　　　　　　　　　　　　計

番号 款
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国 県 支 出金 市 債 そ の 他
円 円 円 円 円

0 16,512,000 18,800,000 0 1,887,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 30,500,000 17,500,000 0 13,000,000
関連工事との日程調整に不測の日数
を要したため。

0 3,708,000 6,700,000 0 647,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 50,720,000 43,000,000 0 15,534,000

左 の 財 源 内 訳

説　　　明既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源
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関係法令 

 地方自治法施行令 

（繰越明許費） 

第１４６条 （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越

したときは、翌年度の５月３１日までに繰越計算書を調製し、次の会議において

これを議会に報告しなければならない。 

３ （略） 
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報告第５号 

 

   令和元年度西条市事故繰越し繰越計算書について 

 

 令和元年度西条市事故繰越し繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定により、報告する。 

 

  令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   



令和元年度　西条市事故繰越し繰越計算書

  （一般会計）

円 円 円 円

1 6 農林水産業費 2 林業費 国補林道開設事業 6,020,000 0 6,020,000 0

2 8 土木費 1 土木管理費 木造住宅耐震改修事業 32,367,000 26,727,000 5,640,000 0

3 11 災害復旧事業費 1
農林水産業施設
災害復旧費

林業施設災害復旧事業
（平成30年台風24号災）

81,376,800 58,970,800 22,406,000 0

119,763,800 85,697,800 34,066,000 0合　　　　　　　　　　　　　　　計

番号 款

左 の 財 源 内 訳

支出済額 支出未済額

支出負担
行為予定額

項 事 業 名
支出負担
行為額
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
円 円 円 円 円 円

6,020,000 0 3,311,000 2,700,000 0 9,000

林道峰下影線の起点付近において地すべりが発
生し、のり面保護工事を行う必要が生じ、本事
業の年度内完了が見込めなくなったことによ
る。

5,640,000 0 4,170,000 0 0 1,470,000
予期せぬ社会的要因により、資材の入手が困難
となるなど、本事業の年度内完了が見込めなく
なったことによる。

22,406,000 0 14,560,000 0 0 7,846,000

平成３０年台風２４号で被災した林道峰下影線
の災害復旧工事を行っていたが、新たに地すべ
りが発生し、のり面保護工事を行う必要が生
じ、本事業の年度内完了が見込めなくなったこ
とによる。

34,066,000 0 22,041,000 2,700,000 0 9,325,000

左 の 財 源 内 訳
翌年度
繰越額

説　　　明既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源
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関係法令 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（予算の執行及び事故繰越し） 

第２２０条 （略） 

２ （略） 

３ 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌

年度において使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年

度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったも

の（当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連

して支出を要する経費の金額を含む。）は、これを翌年度に繰り越して使用するこ

とができる。 

 

地方自治法施行令 

（繰越明許費） 

第１４６条 （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越し

たときは、翌年度の５月３１日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれ

を議会に報告しなければならない。 

３ （略） 

（予算の執行及び事故繰越し） 

第１５０条 （略） 

２ （略） 

３ 第１４６条の規定は、地方自治法第２２０条第３項ただし書の規定による予算の

繰越しについてこれを準用する。 
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報告第６号 

 

   令和元年度西条市病院事業会計予算繰越計算書について 

 

 令和元年度西条市病院事業会計に係る支出予算の経費を別紙のとおり翌年度に繰り

越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に

より、報告する。 

 

  令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   



令和元年度　西条市病院事業会計予算繰越計算書

  地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

円 円 円

1 1 資本的支出 2 建設改良費
本館3階洋式トイレ設置工
事

4,290,000 0 4,290,000

4,290,000 0 4,290,000

支払義務
発 生 額

翌年度
繰越額

合　　　　　　　　　　　　　　　計

番号 款 項 事 業 名 予算計上額
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企業債 工事負担金
損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円

4,290,000 0 0 0 0

予期せぬ社会的要因により、資材
の入手が困難となり、本事業の年
度内完了が見込めなくなったこと
による。

4,290,000 0 0 0 0

左の財源内訳 翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説明不用額
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関係法令 

 地方公営企業法 

（予算の繰越） 

第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に

支払義務が生じなかったものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度

に繰り越して使用することができる。 

２ （略） 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体

の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地

方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。 
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報告第７号 

 

   西条市土地開発公社の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、西条

市土地開発公社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   

 



140 

関係法令 

 地方自治法 

（財政状況の公表等） 

第２４３条の３ （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけれ

ばならない。 

３ （略） 
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報告第８号 

 

公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益

財団法人佐伯記念育英会の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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関係法令 

 地方自治法 

 （財政状況の公表等） 

第２４３条の３ （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければ

ならない。 

３ （略） 
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報告第９号 

 

   株式会社西条産業情報支援センターの経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、株式

会社西条産業情報支援センターの経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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関係法令 

 地方自治法 

（財政状況の公表等） 

第２４３条の３ （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけれ

ばならない。 

３ （略） 
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報告第１０号 

 

   株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、株式

会社ソラヤマいしづちの経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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関係法令 

 地方自治法 

（財政状況の公表等） 

第２４３条の３ （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけれ

ばならない。 

３ （略） 
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報告第１１号 

 

   交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の専決処分について 

 

 交通事故に伴い、次のとおり和解すること及び損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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専決第４号 

 

   専決処分書 

 

 交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

  令和２年５月２０日 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 和解の相手方 

  省略   

 

２ 和解の内容 

(1) 相手方の車両の物損に対する修繕料を、公益社団法人全国市有物件災害共済

会から支払われる対物損害賠償金の範囲内で相手方に支払う。 

(2) 損害賠償の額 

   車両の損害に係る額 金１６３，６００円 

(3) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。 
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提案理由 

 福祉部社会福祉課公用車に係る交通事故について、相手方と示談による解決を図

るため専決処分したので、これを報告するものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （議会の委任による専決処分） 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にするこ

とができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 
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報告第１２号 

 

   権利の放棄について 

 

 西条市債権管理条例（平成２８年西条市条例第１号）第１６条の規定により、非強

制徴収債権について権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、次のとおり

報告する。 

 

  令和２年６月２日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 放棄した債権の内容 

令和元年度以前に時効期間を経過した水道料金のうち、時効援用の申出がなく、

西条市債権管理条例第１６条各号の債権放棄事由に該当する債権 

 

２ 放棄した債権額等一覧 

  上水道料金 

放棄事由 件 数 債権額（円） 

第５号（死亡・相続人不存在等） １ １，７９２ 

第６号（時効援用意思不表示） ２ １５７，８０９ 

第７号（行方不明等） １ ２，５２１ 

合 計 ４ １６２，１２２ 

 

３ 債権を放棄した日 

  令和２年３月３１日 
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提案理由 

水道料金債権の回収が著しく困難又は不能であると認められるため、西条市債権管

理条例第１６条の規定により権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、議

会に報告するものである。 

 

関係法令 

 西条市債権管理条例 

（債権の放棄） 

第１６条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合に

おいては、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等に係る債権を放棄する

ことができる。ただし、当該非強制徴収債権について、債務者と共に債務を負担す

る者その他弁済の責任を負うべき他の者があり、それらの者が次の各号のいずれに

も該当しないときは放棄することはできない。 

(1)～(4) （略） 

(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続

放棄した場合、又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強

制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の

者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。 

(6) 私債権の消滅時効に係る時効期間が満了したにもかかわらず、債務者が時効を

援用するかどうかの意思を示さないとき。 

(7) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる状態にあり、非強制徴収債権の徴

収の見込みがないと認められるとき。 

(8)、(9) （略） 

（報告） 

第１７条 市長は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところに

より議会に報告しなければならない。 


